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第１章 東京都における災害時医療体制の基本事項 

第１章では、災害時医療救護活動ガイドライン（以下「医療救護ガイドライン」という。）の

概要を示しています。災害時における歯科医療救護活動を行うに当たって理解しておく必要が

ある事項を抜粋し、必要に応じて改変しています。 

詳細や未記載の内容等については、適宜、災害時医療救護ガイドラインを参照するようにし

てください。 

 

第１節 災害時医療体制の基本的な考え方 

１ 災害時医療救護活動ガイドラインの取扱い 

（１）災害時医療救護ガイドラインの目的 

   医療救護活動がガイドラインは、東京都防災会議が令和４年５月に公表した「首都直下地

震等による東京の被害想定」と同程度の規模の地震など、地域における医療機能が低下した

場合に必要な医療救護活動について、東京都（以下「都」という。）の方針を示したものです。 

（２）適用範囲 

   医療救護ガイドラインは、医療従事者や行政機関を対象に、災害発生前と同程度の医療機

能に復旧するまでの期間の活動方針とします。 

（３）策定の経緯 

   従来の都の災害医療体制では、区市町村が、医療救護所を設置して負傷者の応急処置を行

うこととし、都又は区市町村が、医療救護所では対応できない重症者を後方医療施設（被災

を免れた全ての医療機関）に搬送して、収容・治療を行うこととしていました。 

  しかし、都は、平成２３年３月に発生した東日本大震災の対応を教訓とするため、東京都災

害医療協議会を設置し、都の災害医療体制について見直しを進めました。その内容は、平成

２４年９月に「災害医療体制のあり方について」※として取りまとめています。医療救護ガ

イドラインは、この報告書や東京都地域防災計画（平成２６年修正）に基づいて都の災害医

療体制を具体化したもので、総合防災訓練や図上訓練等の検証結果を踏まえ、継続的な見直

しが必要なものです。 

 

２ 首都直下地震等による東京の被害想定 

（１）フェーズ区分の細分化 

   都は、従来、「初動期」と「初動期以降」の２区分としていたフェーズ区分を見直し、発災

直後から中長期までの 6 区分に細分化しています。 

  〔表１：新旧フェーズ区分の比較〕 

 

 

 

 

旧フェーズ区分

新フェーズ区分
 ０　発災直後
  　（発災～６時間）

 １　超急性期
  　（～72時間）

　１　初動期
　　（～48時間）

　　　　　　　　　　　　　　　　２　初動期以降
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（48時間～）

 ５　中 長 期
  　（３か月程度～）

 ２　急 性 期
  　（～１週間程度）

 ３　亜急性期
  　（～１か月程度）

 ４　慢 性 期
  　（～３か月程度）

医療ニーズ 外傷治療・救命救急のニーズ 慢性疾患治療・被災者の健康管理等



 

資料８ 

- 2 - 

 

 〔表２：新フェーズ区分の想定期間と状況〕 

旧区分 新区分 想定期間 状  況 

１ 初動期 

０ 発災直後 発災～6 時間 
建物の倒壊や火災等の発生により、傷病者が
多数発生し、救出救助活動が開始される状況 

１ 超急性期 
6 時間 
～72 時間 

救助された多数の傷病者が医療機関に搬送さ
れるが、ライフラインや交通機関が途絶し、
被災地外からの人的・物的支援の受入れが少
ない状況 

２ 
初動期 

以降 

２ 急性期 
72 時間 
～1 週間程度 

被害状況が少しずつ把握でき、ライフライン
等が復旧し始めて、人的・物的支援の受入体
制が確立されている状況 

３ 亜急性期 
1 週間 
～1 か月程度 

地域医療やライフライン機能、交通機関等が
徐々に復旧している状況 

４ 慢性期 
1 か月 
～3 か月程度 

避難生活が長期化しているが、ライフライン
がほぼ復旧して、地域の医療機関や薬局が
徐々に再開している状況 

５ 中長期 3 か月以降 
医療救護所がほぼ閉鎖されて、通常診療がほ
ぼ再開している状況 

 

（２）二次保健医療圏を単位とした災害資料体制の導入 

   従来の都の災害医療体制は、被災者に最も身近な区市町村と広域的な医療救護活動を担う

都を単位として構成されていました。しかし、首都直下地震等が発生した場合、都が統括管

理する被災地域は広範囲になることも想定されます。このため、より迅速かつ的確に区市町

村を支援できるように、二次保健医療圏を単位とした災害医療体制を新たに導入しています。 

（３）災害医療コーディネーターを中心とした情報収集体制 

   都は、医療救護に必要な情報を集約一元化して、迅速かつ的確に医療救護活動を行うこと

ができるように、東京都災害医療コーディネーター及び東京都地域災害医療コーディネータ

ー（以下「地域災害医療コーディネーター」という。）を指定しています。 

   また、各区市町村においても、災害医療コーディネーター（以下「区市町村災害医療コー

ディネーター」という。）を指定しています。 

 〔表３：災害医療コーディネーターの種別〕 

種別 役割 

東京都災害医療 

コーディネーター 

都内全域の医療救護活動を統括・調整するため、都に対して

医学的な助言を行う、都が指定する医師 

地域災害医療 

コーディネーター 

各二次保健医療圏域の医療救護活動を統括・調整するため、

都が指定する医師 

区市町村災害医療 

コーディネーター 

区市町村の医療救護活動を統括・調整するため、区市町村に

対して医学的な助言を行う、区市町村が指定する医師 

 

   都は、小児・周産期に係る医療救護活動に必要な情報を集約一元化し、迅速かつ的確に医

療救護活動を行うことができるよう、災害医療コーディネーターと連携しながら、医療ニー

ズに応じた搬送調整、人的支援等の調整を行う津教徒災害時小児周産期及び地域災害小児周

産期リエゾンを指定しています。 
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 〔表４：災害時小児周産期リエゾンの種別〕 

種別 役割 

東京都災害小児周産期 

リエゾン 

都内全域の小児周産期領域に係る医療救護活動を統括・調整

するため、都及び東京都災害医療コーディネーター等に対し

て行う助言を行う、都が指定する医師 

地域災害時小児周産期 

リエゾン 

各二次保健医療圏域の小児周産期領域に係る医療救護活動を

統括・調整するため、都が指定する医師 

 

（４）地域を単位とした医療救護活動の統括・調整 

   都は、各二次保健医療圏の医療救護活動を統括・調整するために医療対策拠点を設置しま

す。また、区市町村は、各区市町村単位での医療救護活動を統括・調整するために医療救護

活動拠点を設置します。 

 〔表５：地域の医療救護活動を統括・調整する拠点となる場所〕 

種別 役割 

医療対策拠点 都が、圏域内の区市町村から情報収集を行い、地域災害医療

コーディネーターとともに医療救護活動の統括・構成を行う

場所として、地域災害拠点中核病院等に設置する拠点 

医療救護活動拠点 区市町村が、医療救護所や在宅療養者の医療支援に関して調

整・情報交換するために設置する拠点 

 

（５）医療機関の役割分担 

   都歯、被災地の限られた医療資源を有効に活用し、傷病者に対して確実に医療を提供でき

るように、全ての病院の役割分担を明確にしています。なお、診療所、歯科診療所及び薬局

は、診療継続又は区市町村が定める医療救護活動を行います。 

 〔表６：災害時における病院の役割分担〕 

種別 役割分担 

災害拠点病院 主に重症者の収容・治療を行う都が指定する病院 

災害拠点連携病院 主に中等症者又は様態の安定した重症者の収容・治療を行う

都が指定する病院 

災害医療支援病院 主に専門医療、慢性疾患への対応、区市町村地域防災計画に

定める医療救護活動を行う病院 

（災害拠点病院及び災害拠点連携病院を除く全ての病院） 
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３ 都の災害医療体制の特徴（フェーズ区分と必要な活動を含む） 

 〔表７：災害時の医療救護活動のフェーズ区分と必要な活動〕 
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第２節 災害医療体制の概要 

１ 関係機関の連携体制と役割分担 

（１）医療救護活動の連携体制 

   大規模震災時には、家屋やブロック塀の倒壊、火災、崖崩れ等により多数の負傷者が発生

することが想定されます。このため、災害時にける医療救護活動は、都民の生命と身体を守

る重要な役割を担います。 

   都は、医療機関や防災関係機関と密接に連携して被災者の救護に万全を期するため、東京

都地域防災計画（令和５年修正）において、医療情報の収集伝達体制、初動期の医療救護活

動、負傷者等の搬送体制、医薬品・医療資器材の供給などについて定めています。 

〔図１：発災直後から急性期までの連携体制〕 

 

（２）関係機関の連携と役割分担 

   災害時の医療救護活動を迅速かつ的確に行うためには、東京都医師会、投稿と歯科医師会、

東京都薬剤師会（以下、それぞれ「都医師会」、「都歯科医師会」、「都薬剤師会」という。）な

どの関係機関が緊密に連携して、それぞれの役割を果たしていくことが重要です。各関係機

関が行う活動内容等は、表８及び表９のとおりです。 

 

〔表８：医療情報の収集伝達体制〕 

医療圏名 想定される主な被害の特性 

東京都 

保健医療局 

〇 区市町村、東京消防庁、都医師会、都歯科医師会及び都薬剤師会

など医療機関と連携し、東京都災害医療コーディネーターを中心に

被害状況及び活動状況等を集約 

〇 医療機関の被害状況及び活動状況について、医療対策拠点や区市

町村と状況共有 

〇 各種広報媒体や報道機関等を通じた都民への広報 
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医療対策拠点 

（二次保健医療圏） 

〇 東京都地域災害医療コーディネーターは、東京 DMAT や地域災

害時小児周産期リエゾンの支援を受け、各二次保健医療圏域内の医

療機関の被害状況等を収集し、東京都災害医療コーディネーターと

情報共有 

区市町村 〇 地区医師会及び区市町村災害医療コーディネーター等と連携し

て、人的被害や医療機関などの被害状況を集約し、圏域内の医療対

策拠点に報告 

〇 地域住民に対する相談窓口 

都医師会 

都歯科医師会 

都薬剤師会 

 

〇 被害状況及び活動状況等を把握し、都に報告 

【東京都地域防災計画 震災編（令和５年修正）「第８章 医療救護・保健等対策」の項目につい

て東京都福祉保健局から東京都保健医療局への組織改編等を反映して参照】 

 

〔表９：初動期の医療救護活動〕 

機関名 活動内容 

東京都 

保健医療局 

〇 医療救護に関する総合的な式命令及び連絡調整 

〇 東京都災害医療コーディネーターの医学的な助言を受け、都内全

域の医療救護活動等を統括・調整 

〇 東京都災害時小児周産期リエゾンの助言を受け、都内全域の小児

周産期領域に係る医療救護活動等を統括・調整 

〇 医療機関の空床利用や収容能力の臨時拡大等を要請 

〇 災害現場等の多数傷病者に対して救命処置を実施するため、東京

DMAT を派遣 

〇 災害時の精神科医療ニーズに対応するため、東京 DPAT を派遣 

〇 区市町村から要請があった場合、又はとにおいて医療救護の必要

があると認めた場合は、都医療救護班を派遣 

〇 東京都率病院機構のほか、都医師会、日赤東京都支部、災害拠点

病院にと医療救護班を、都歯科医師かに都歯科医療救護班を、都薬

剤師会にと薬剤師半の派遣をそれぞれ要請し、医療救護所等へ派遣 

〇 医療救護班が不足する場合には、九都県市相互応援協定等に基づ

き、応援を要請 

〇 相互応援協定等に基づく医療救護班や日本 DMAT 等医療救護チ

ームの養成・受入システム等の受入体制を確立し、活動拠点を確保 

医療対策拠点 

（二次保健医療圏） 

〇 期間災害拠点病院及び地域災害拠点中核病院に二次保健医療圏

医療対策拠点を設置 

〇 東京都地域災害医療コーディネーターは、東京 DMAT の支援を

受け、都職員とともに圏域内の医療救護活動等を統括・調整 

〇 東京都地域災害医療コーディネーターは、必要に応じて、地域災

害医療連携会議を開催し、圏域内の医療救護活動を調整 
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〇 地域災害時小児周産期リエゾンは、都職員とともに圏域内の小児

周産期領域に係る医療救護活動を統括・調整 

東京消防庁 〇 都保健医療局と連携して、可能な範囲で救急隊を派遣 

〇 東京 DMAT と連携して、救命処置等を実施 

区市町村 〇 災害時における医療救護を一時的に実施 

〇 区市町村災害医療コーディネーターの医学的な助言を受け、区市

町村内の医療救護活動等を統括・調整 

〇 避難所等に避難所医療救護所を設置 

〇 災害拠点病院等の近接地等に緊急医療救護所を設置・運営 

〇 急性期以降は、医療救護活動拠点を設置して、医療救護所や在宅

療養者への医療支援について調整 

〇 避難所等において定点・巡回診療を実施 

〇 自らの公的医療機関において医療救護を行うほか、地区医師会、

地区歯科医師会及び地区薬剤師会との協定（当初地域を除く）に基

づき、医療救護を実施するよう要請 

〇 医療救護体制が不足する場合には、東京都地域災害医療コーディ

ネーターに応援を求める。 

〇 災害薬事センターを設置して区市町村災害薬事コーディネータ

ーの管理の下、医薬品供給や薬剤師班派遣業を調整 

都医師会 

都歯科医師会 

都薬剤師会 

〇 協定に基づく医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班の派遣要

請があった場合は、都医療救護班、都歯科医療救護班及び都薬剤師

班を編成・派遣 

日本赤十字社 

  東京都支部 

〇 都からの要請又は自主的な判断に基づき、積極的に威容救護活動

等に協力する。 

〇 都と締結した業務委託契約に基づき、都医療救護班として医療及

び助産救護活動等を行う。 

〇 血液救護班を設置し、災害時の救護活動における輸血用血液供給

業務を実施 

献血供給事業団 〇 都から「災害時における血液製剤の供給業務に関する協定書」に

基づく血液製剤等の供給要請があった場合は、日赤東京都支部など

と協力して行う。 

〇 都外から血液製剤の輸送要請があった場合、東京都赤十字血液セ

ンター等と協力して行う。 

都看護協会 〇 都から協定に基づく要請があった場合は、応急救護の実施及び衛

生材料の提供等、医療救護所等における看護業務を行う。 

都柔道整復師会 〇 都から協定に基づく協力要請があった場合は、応急救護の実施及

び衛生材料の提供などの医療救護活動等に協力する。 

〇 救護所において行う応急救護は、医師の指示により実施 
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２ 医療機関・医療救護所の種別 

  被災地内の医療機関は、災害時に発生する多くの傷病者に対応しなければなりません。しか

し、被災地の限られえた医療資源では、全ての傷病者に迅速に対応できないおそれがあります。 

  このため、都は、都内すべての医療機関や医療救護所の役割分担を定めています。 

  災害拠点病院や災害拠点連携病院は、主に重症者や中等症者など入院治療が必要な傷病者を

受け入れます。 

  また、災害医療支援病院、診療所、歯科診療所及び薬局は、主に専門医療や慢性疾患への対

応、区市町村地域防災計画に定める医療救護活動等を行うこととし、対応できない傷病者がい

るときは、災害拠点病院などに傷病者を搬送します。 

（１）病院 

   災害時には、全ての病院が「災害拠点病院」、「災害拠点連携病院」、「災害医療支援病院」

の役割分担に応じて医療救護活動を行います。 

（２）診療所・歯科診療所・薬局 

   診療所、歯科診療所及び薬局は、区市町村が定める地域防災計画に基づいて医療救護活動

を行います。ただし、救急告示医療機関、透析医療機関、産科及び優勝診療所は、原則とし

て診療を継続します。 

〔表 10：診療所・歯科診療所・薬局の種別と役割分担〕 

    種別 役割分担 

専門的医療を行う 

診療所 

原則として、診療を継続する診療所 

（救急告示医療機関、透析医療機関、産科及び優勝診療所） 

診療所 

歯科診療所 

薬局 

区市町村地域防災計画に定める医療救護活動又は診療を継続

する診療所等 

（上記以外の診療所、歯科診療所及び薬局） 

 

（３）医療救護所 

   通常の医療体制では対応できない場合、区市町村は、各地域防災計画等に基づいて医療救

護所を設置します。医療救護所は、主に緊急医療救護所と避難所医療救護所に分類されます。 

〔表 11：医療救護所の種別〕 

    種別 役割分担 

緊急医療救護所 区市町村が、災害拠点病院等の近接地等に設置する医療救護所

（EMIS の分類で歯、医療機関前救護所に相当） 

避難所医療救護所 区市町村が避難所に設置する医療救護所 

（EMIS の分類では、避難所救護所に相当） 
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〔図２：超急性期に想定される傷病者の流れ〕 

 

各医療機関には、重症度を問わず、様々な傷病者が殺到することも想定されるため、緊急医

療救護所等を整備し、軽症者の処置は院外で行い、入院治療が必要な傷病者を院内に受け入れ

ます。院内に収容したが対応できない傷病者がいるとき、災害拠点病院での処置により状態が

安定した傷病者がいるときなどは、状況に応じて病院間で搬送します。 

 

３ 医療チームの種別と活動内容 

災害時には、東京ＤＭＡＴや医療救護班等の医療チームが医療救護活動を行います。 

また、都外から医療チームが参集して、都内の医療救護活動を支援します。 

医療救護ガイドラインにおける医療チームの分類は、次のとおり 

都内 

  ア 要綱・協定に基づく要請によるもの 

（ア）東京 DMAT 

  （イ）医療救護班・歯科医療救護班・薬剤師班 

  （ウ）都内 DMAT（日本 DMAT） 

  （エ）東京 DPAT 

  （オ）災害支援ナース 

  イ 関係団体の協力によるもの（都内の協力医療チーム） 

     JMAT などの協力医療チーム 
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都外 

  ア 他道府県等の協力によるもの（全国の応援医療チーム） 

（ア）他県 DMAT（日本 DMAT） 

  （イ）JMAT 

  （ウ）日本赤十字社救護班 

  （エ）AMAT 

  （オ）他県 DPAT 

  （カ）災害支援ナース など 

 

（１）要綱・協定に基づく要請による都内の医療チーム 

  ア 東京 DMAT 

    東京ＤＭＡＴとは、都の研修・訓練を受けた災害医療派遣チームのことを言います。こ

の東京ＤＭＡＴは、大規模災害時に、東京消防庁と連携して災害現場の多数傷病者等に対

して救命処置などを行います。また、近年は都内における救急災害医療の専門性を生かし

て、東京都災害対策本部における東京都災害医療コーディネーターの支援や医療対策拠点

における地域災害医療コーディネーター支援といった本部活動も行うこととなっています。 

さらに、被災した医療機関での診療継続が困難な場合に、院内の対策本部支援や入院患

者等の転院調整に関する助言、転院搬送活動なども行います。 

都は、災害拠点病院のうち２７病院を東京ＤＭＡＴ指定病院に指定しており、被災の状

況や時間経過等に応じた派遣要請が必要となっています。 

  イ 医療救護班・歯科医療救護班・薬剤師班 

    医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班は、主に病院や医療救護所において、医療救

護活動等を行います。 

医療救護ガイドラインでは、区市町村が要請する医療救護班等を、地区医療救護班、地

区歯科医療救護班及び地区薬剤師班とし、都が要請する医療救護班等を、都医療救護班、

都歯科医療救護班、都薬剤師班としています。 

 

   〔図３：医療救護ガイドラインにおける医療救護班等の分類〕 

 
 

ウ 都内ＤＭＡＴ 

災害拠点病院は、原則として、厚生労働省等が実施する研修・訓練を受けた災害派遣医

療チーム（日本ＤＭＡＴ）を有しており、都の要請により活動します。 

医療救護ガイドラインでは、都内の災害拠点病院が有する日本ＤＭＡＴを、仮称として

「都内ＤＭＡＴ」としています。 

（ア）区市町村が要請するもの
 地区医療救護班、地区歯科医療救護班及び
 地区薬剤師班

医
療
救
護
班
等 （イ）都が要請するもの

 都医療救護班、都歯科医療救護班及び
 都薬剤師班
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エ 東京ＤＰＡＴ 

東京ＤＰＡＴとは、被災地域の精神保健医療ニーズの把握、他の保健医療体制との連携、

各種関係機関等とのマネージメント、専門性の高い精神医療の提供と精神保健活動の支援

を行うために、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医療チームのことをいいます。 

東京ＤＰＡＴは、東京ＤＰＡＴ登録医療機関が編成します。 

  オ 災害支援ナース 

災害支援ナースとは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を

提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えることを行う看護職員のことで、

厚生労働省が実施する災害支援ナース養成研修を修了し、厚生労働省に登録された者の総

称です。 

災害支援ナースは、都と災害支援ナースが所属する施設（病院、診療所、訪問看護事業

所、助産所等）との間の協定に基づき、派遣されます。 

（２）関係団体の協力による都内の医療チーム（協力医療チーム） 

   医療救護ガイドラインでは、都内の医療従事者が編成する医療チームのうち、（１）を除き、

「協力医療チーム」としています。 

災害時には、日本医師会災害医療チーム（以下「ＪＭＡＴ」という。）をはじめとして、都

内の医療関係団体の協力により医療チームが編成されます。 

（３）他道府県等の協力による都外の医療チーム（応援医療チーム） 

災害時には、日本ＤＭＡＴ及び医療救護班等、ＪＭＡＴ、日本赤十字社救護班のほか、災

害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）、独立行政法人国立病院機構の医療班、全日本医

療支援班（ＡＭＡＴ）、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、薬剤師チーム、災害支援ナー

ス、保健師チーム、管理栄養士チーム、日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ―ＤＡＴ）、災

害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）など

の保健医療チーム等が、都内に参集し活動します。 

医療救護ガイドラインでは、他道府県が派遣する日本ＤＭＡＴや、医療関係団体が都外か

ら派遣する医療チームの総称を「応援医療チーム」としています。 

ア 他県ＤＭＡＴ 

日本ＤＭＡＴは、大規模な災害が発生したときに、被災地に迅速に参集して救急治療な

どを行います。 

医療救護ガイドラインでは、都の要請に基づき、全国の道府県等が編成・派遣する日本

ＤＭＡＴを、仮称として「他県ＤＭＡＴ」としています。 

イ ＪＭＡＴ 

災害時には、日本医師会が編成するＪＭＡＴが全国から参集します。 

ウ 日本赤十字社救護班 

災害時には、日本赤十字社が編成する救護班が全国から参集します。また、都と調整の

上、都内に日本赤十字社の医療救護所（ｄＥＲＵを含む）を設置します。 

エ ＡＭＡＴ 

災害時には、全日本病院協会が中心となり、四病協団体（全日本病院協会、日本病院会、

日本精神科病院協会、日本医療法人協会）の加盟医療機関で組織される全日本医療支援班

（以下「ＡＭＡＴ」という。）が全国から参集します。 
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オ 他県ＤＰＡＴ 

災害時には、都の要請に基づき、全国の道府県等が編成・派遣するＤＰＡＴが全国から

参集します。 

カ 災害支援ナース 

災害時には、都の要請に基づき、全国の道府県等が派遣する災害支援ナースが全国から

参集します。 

（４）想定される医療チームの活動 

災害時には、医療チームによる様々な活動が行われますが、医療救護ガイドラインでは、

現場活動、本部支援活動、病院支援活動、医療搬送活動、ＳＣＵ活動、航空機医療搬送活動

及び医療救護所支援活動を想定しています。 

 

 〔図４：想定される医療チーム活動〕 

 
 

（５）医療チームの活動時期 

被害状況や道路状況によりますが、他県ＤＭＡＴなど応援医療チームの参集には、相当の

時間を要することも想定されます。このため、都が被災した場合、一次的には、都内の医療

従事者が中心となって活動しなければなりません。 

また、応援医療チームの受入体制が確立した場合は、段階的に、都内の医療チームから都

外の応援医療チームに救護活動を引き継ぎます。 

 

〔表 12：医療チームの活動時期〕 

 
 

 

災害現場
医療機関 医療機関

ＳＣＵ等

東京都
災害対策本部

医療救護所

現場活動

病院支援

ＳＣＵ活動

医療救護所
支援

本部支援

医療搬送

航空機搬送

《想定される活動》

区市町村
災害対策本部医療対策拠点

　必要となる
　医療救護活動

　医療ニーズ

 ０　発災直後
  　（発災～６時間）

 １　超急性期
  　（～72時間）

 ２　急 性 期
  　（～１週間程度）

 ３　亜急性期
  　（～１か月程度）

 ４　慢 性 期
  　（～３か月程度）

 ５　中 長 期
  　（３か月程度～）

　フェーズ区分

外傷治療・救命救急のニーズ 慢性疾患治療・被災者の健康管理等

東京ＤＭＡＴの活動

医療救護班等、協力医療チームによる医療救護活動

日本ＤＭＡＴの活動

他道府県応援医療チーム等の活動
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第３節 東京都の災害医療体制 

都は、大規模な災害が都内で発生し、又は発生するおそれがある場合、東京都災害対策本部

等を設置します。 

 

〔表 13：災害対策本部等の種別〕 

種別 説明 

東京都災害対策本部 

 （本部長：知事） 

大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て、災害対策活動の推進を図るため必要があると認めるときは本

部を設置 

ただし、夜間休日等の勤務時間外において震度６弱以上の地震

（島しょを除く。）が発生した場合は、自動的に設置 

 

 

 

 

災害応急対策本部 

（本部長：知事） 

 暴風雨、大雨、津波、高潮又は洪水の警報が発せられたとき、

利根川、荒川又は多摩川に指定河川洪水予報が発せられたとき、

水防警報が発せられたとき、大雨、津波、高潮又は洪水の注意報

が発せられた場合等で災害の発生のおそれがあるとき、局地的災

害が発生したときにおいて、特に必要があると認めたときに本部

を設置 

災害即応対策本部 

（本部長：危機管理

監） 

 

 集中豪雨による局地的な災害が発生したとき、大規模事故やテ

ロ等で、突発的かつ局地的な災害が発生したとき、局地的な災害

発生のおそれがある場合で応急対策本部を設置しないときにお

いて、必要があると認めたときに本部を設置 

 

国は、令和４年７月２２日付「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について」

において、被災都道府県に対して、当該都道府県に係る大規模災害が発生した場合には、速やか

に、都道府県災害対策本部の下に、その災害対策に係る保健医療福祉活動の総合調整を行うため

の本部（以下「保健医療福祉調整本部」という。）を設置することを求めています。 

保健医療福祉調整本部は、都道府県内における保健医療活動チームの派遣調整、保健医療福祉

活動に関する情報連携、保健医療福祉活動に係る情報の整理及び分析を行います。 

都においては、保健医療局と福祉局、両局の災害対策本部の連携体制を、保健医療福祉調整本

部とします。 
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〔図５：都における保健医療福祉調整本部の体制〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都災害医療コーディネーターは、都内全域の医療救護活動を統括・調整するため、都に対

して医学的な助言を行うことから、上記の体制を基本とし、医療政策部以外の保健医療局及び福

祉局の災害対策本部の各部門や局長等に対しても、医学的な助言を行う。 

 

 

１ 情報収集及び医療救護活動の統括・調整 

都は、東京都災害医療コーディネーターの医学的な助言を踏まえて、都内全域の医療救護活

動などを統括・調整します。 

用語 説明 

東京都災害医療 

コーディネーター 

都内全域の医療救護活動を統括・調整するため、都に対して医学

的な助言を行う都が指定する医師 

（令和６年３月現在 医師３名を指定） 

 

（１）都内全域の情報収集 

都は、都内全域の人的・物的被害、病院被害、大規模事故、ライフラインや主要道路の状

況、気象状況その他医療救護活動の統括・調整に必要な情報を集約します。 

（２）医療救護活動方針の策定 

都は、都内全域の被害状況や医療資源などを踏まえて、都内の医療救護活動方針として、

情報収集の方法、重点的に医療救護活動を行う地域の選定、医療チームの配分方針などを定

めます。 
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（３）医療チームの配分調整等 

都は、都内全域の被害状況や活動可能なチーム数などを踏まえて、東京ＤＭＡＴや都医療

救護班などの医療チームを配分調整します。 

（４）傷病者を受け入れる病院の確保 

都は、比較的被害の少ない二次保健医療圏を管轄する地域災害医療コーディネーターや他

道府県などの関係機関に対して、傷病者を受け入れる病院の確保を要請します。 

（５）ライフライン支援の調整 

都は、病院の水や燃料など、ライフラインに関する支援の要請を踏まえ、災害対策本部内

での連携等により、支援の調整を行います。 

（６）広域医療搬送に関する調整 

都は、広域医療搬送に関する方針を定め、災害拠点病院等では対応できない（キャパシテ

ィーオーバーを含む。）重症者などの広域医療搬送について、国などの関係機関と調整します。 

（７）都道府県ＤＭＡＴ調整本部の指揮・調整 

都は、日本ＤＭＡＴ活動要領に基づき、都道府県保健医療福祉調整本部において、都道府

県ＤＭＡＴ調整本部を指揮・調整します。 

 

２ 東京都災害医療コーディネーターの機能 

都は、災害医療や都内の医療事情に精通している医師を、東京都災害医療コーディネーター

に指定しています。 

東京都災害医療コーディネーターは、大規模災害の発生時において、都知事の要請を受けて

東京都災害対策本部（必要に応じて「災害応急対策本部」及び「災害即応対策本部」を含む。）

に参集し、次の職務に関して、医学的な見地から助言を行います。 

〔表 14：東京都災害医療コーディネーターの活動期間〕 

 

 

（１）都の医療救護活動方針の策定に関すること 

東京都災害医療コーディネーターは、都内全域の被害状況や医療資源などを踏まえて、情

報収集の方法、重点的に医療救護活動を行う地域の選定、傷病者を受け入れる二次保健医療

圏の設定※、医療チームの配分方針、ライフライン支援の優先度などについて、医学的な助言

を行います。 

※多数傷病者を受け入れる体制の確保をいい、原則として個別医療機関に対する要請は、

各二次保健医療圏の地域災害医療コーディネーターが行うこととします。 

（２）東京ＤＭＡＴの派遣決定に関すること 

東京都災害医療コーディネーターは、都内の被害状況や出場可能なチーム数などを踏まえ

て、東京ＤＭＡＴを効果的に、災害現場や都の災害対策本部、医療対策拠点、医療機関等へ

フェーズ５
亜急性期

フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４フェーズ０ フェーズ１
発災直後 超急性期 急 性 期 慢 性 期 中 長 期

【東京都災害対策本部に参集】
・都の医療救護活動方針の策定
・医療資源の配分調整や受援体制の確立
・地域災害医療コーディネーターとの連絡調整

【情報連絡体制に移行】
・都や地域災害医療コーディネーターに対する

専門的な助言
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派遣できるように、医学的な助言を行います。 

（３）医療チーム（東京ＤＭＡＴを除く）の配分調整に関すること 

東京都災害医療コーディネーターは、都医療救護班、都歯科医療救護班、都薬剤師班、都

内ＤＭＡＴなどの協力医療チーム、全国から参集する他県ＤＭＡＴなどの応援医療チームの

配分調整について、医学的な助言を行います。 

（４）地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること 

東京都災害医療コーディネーターは、各医療圏の医療救護活動方針（他圏域からの傷病者

の受入れや他圏域への医療チームの派遣などを含む。）について、地域災害医療コーディネー

ターと調整します。 

（５）その他医療救護に関すること 

東京都災害医療コーディネーターは、傷病者の広域医療搬送に関する調整、ＤＭＡＴ都道

府県調整本部における日本ＤＭＡＴ活動方針の策定などに関与します。 

 

３ 都医療救護班等 

都は、都医師会、都歯科医師会及び都薬剤師会などの関係機関に対して、都医療救護班、都

歯科医療救護班及び都薬剤師班の編成・派遣を要請します。 

（１）都医療救護班の編成・派遣 

都は、病院又は区市町村の医療救護活動を応援・補完する立場から、都立病院が編成する

都医療救護班を派遣します。 

また、都医師会、日本赤十字社東京都支部及び災害拠点病院に対して、都医療救護班の編

成・派遣を要請します。 

これらの都医療救護班は、医療対策拠点や医療救護活動拠点の本部支援活動、病院支援活

動、地域医療搬送活動及び医療救護所支援活動などの医療救護活動を行います。 

ア 都医師会 

都医師会は、指定地方公共機関として「災害時の医療救護活動についての協定」に基づ

いて、都医療救護班を編成・派遣します。 

イ 日本赤十字社東京都支部 

日本赤十字社東京都支部は、指定公共機関として、都と締結した「災害救助又はその応

援の実施に関する業務委託契約」に基づいて、都医療救護班を編成・派遣します。 

また、被害状況等を鑑みて、都と調整の上、都内に日本赤十字社の医療救護所（ｄＥＲ

Ｕを含む）設置し活動します。設置後、都から各医療対策拠点へ報告します。 

上記について、円滑な連携体制を確保するため、都へ調整員を派遣します。 

ウ 災害拠点病院 

災害拠点病院は、「東京都災害拠点病院設置運営要綱」に基づいて、都医療救護班を編成・

派遣します。 

〔表 15：都医療救護班の編成〕                （令和６年１月現在） 

機関名 班数 医師 看護師 その他 

東京都医師会 ９４ １ １ １ 

日本赤十字社東京都支部 ３２ １ ３ ２ 

災害拠点病院※ ６９ １ １ １ 



 

資料８ 

- 17 - 

 

都立病院 ２６ １ １ １ 

※ 日本赤十字社東京都支部及び都立病院を除く 

※ 被災状況などによっては、記載されている都医療救護班数を超えて編成する場合があります。 

（２）都歯科医療救護班の編成・派遣 

都は、区市町村の歯科医療救護活動を応援・補完する立場から、都歯科医師会に対して、

都歯科医療救護班の編成・派遣を要請します。 

都歯科医師会は、指定地方公共機関として、「災害時の歯科医療救護活動についての協定」

に基づいて、都歯科医療救護班を編成・派遣します。 

都歯科医療救護班は、医療救護所を中心に、歯科医療救護活動を行います。 

〔表 16：都歯科医療救護班の編成〕              （令和６年１月現在） 

 班数 歯科医師 歯科衛生士・歯科技工士 その他 

東京都歯科医師会 １１０ １ １ １ 

 

（３）都薬剤師班の編成・派遣 

都は、区市町村の救護活動を応援・補完する立場から、都薬剤師会に対して都薬剤師班の

編成・派遣を要請します。 

都薬剤師会は、指定地方公共機関として、「災害時の救護活動についての協定」に基づいて、

都薬剤師班を編成・派遣します。 

都薬剤師班は、医療救護所における調剤及び服薬指導、医薬品の集積場所等における医薬

品の仕分け・管理などを行います。 

〔表 17：都薬剤師班の編成〕                  （令和６年１月現在） 

 班数 薬剤師 

東京都薬剤師会 ２００ 薬剤師３名で構成 

 

（４）協定締結団体の協力 

都は、前記のほか、協定を締結している団体に対して協力を要請します。 

ア 東京都看護協会 

「災害時の救護活動等についての協定」に基づいて、医療救護所を中心に看護業務を行

います。 

イ 東京都柔道整復師会 

「災害時の救護活動等についての協定」に基づいて、医療救護所を中心に医師の指示に

基づく応急救護を行います。 

〔参考：職種による色の定め〕 

 

 

 

 

 

都は、災害現場における相互認識を高めるため職種による色を定めています。 

（赤）：医師・歯科医師、（緑）：看護師・歯科衛生士・歯科技工士、（青）：薬剤師、 

（白）：臨床検査技師・放射線技師、（紺）：柔道整復師、（黄）：事務 
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４ その他の要綱・協定に基づく都内医療チーム 

（１）都内ＤＭＡＴ 

都は、都内（比較的被害の少ない地域）の災害拠点病院に対して、都内ＤＭＡＴの編成・

派遣を要請します。都内ＤＭＡＴは、主に、日本ＤＭＡＴ活動要領に定める活動として、医

療対策拠点や医療救護活動拠点の本部支援活動、病院支援活動、地域医療搬送活動、ＳＣＵ

の運営・診療活動などを行います。 

（２）東京ＤＰＡＴ 

都は、東京ＤＰＡＴ登録機関に対して、災害時の精神医療の支援が見込まれる場合に、東

京ＤＰＡＴの編成・派遣を要請します。 

（３）災害支援ナース 

都は、協定締結施設に対して、必要に応じて、被災した医療機関、社会福祉施設及び避難

所等での看護支援活動のための派遣を要請します。 

 

５ 都内の協力医療チーム 

都は、都内の医療関係団体に対して、必要に応じて、日本医師会災害医療チーム（以下「Ｊ

ＭＡＴ」という。）など協力医療チームによる救護活動の協力を要請します。 

 

６ 全国の応援医療チーム 

（１）他県ＤＭＡＴ 

都は、厚生労働省（ＤＭＡＴ事務局）と調整し、全国の道府県に対して他県ＤＭＡＴの編

成・派遣を要請します。他県ＤＭＡＴは、主に、日本ＤＭＡＴ活動要領に定める活動として、

医療対策拠点や医療救護活動拠点の本部支援活動、病院支援活動、地域医療搬送活動、ＳＣ

Ｕの運営・診療活動、航空機等による広域医療搬送活動などを行います。 

（２）ＪＭＡＴ 

都は、都医師会に対して、日本医師会が編成・派遣するＪＭＡＴによる医療救護活動の協

力を要請します。ＪＭＡＴの活動は、都医療救護班や他県ＤＭＡＴの活動に準じます。 

（３）日本赤十字社救護班の活動 

都は、日本赤十字社東京都支部に対して、日本赤十字社が編成・派遣する救護班による救

護活動の協力を要請します。日本赤十字社救護班の活動は、都医療救護班や他県ＤＭＡＴの

活動に準じます。 

（４）その他の応援医療チームの活動 

都は、他道府県に対して、他県ＤＰＡＴや災害支援ナースの派遣を要請するほか、他道府

県の医療チームを有する医療関係団体に対して、応援医療チームによる救護活動の協力を要

請します。 

（５）自衛隊等への応援要請 

都は、国（緊急災害対策本部等）に、自衛隊等の派遣を要請します。 

 

７ 医療チームが使用する診療録 

国は、都道府県に対して、医療救護所等で救護班として活動する医療チームが、被災者の診

療を行った際に使用する診療録の様式を定めることとしています。 
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都においては、医療チームが使用する被災者の診療録の様式は、「災害診療記録 2018 報告書」

（平成 30 年 11 月、災害時の診療録のあり方に関する合同委員会）及びその様式を使用する

こととします。上記は、「災害時診療記録 2018」という様式で、災害時における異なる医療チ

ーム間での共通のカルテ様式となります。チームの交代等があった際にも、円滑に被災者の診

療情報のやり取りが可能となります。 

また、連携するアプリである「Ｊ-SPEED」に必要な情報を入力することで、集計された診療

日報の作成・遠隔での共有が即座に可能となり、各本部におけるデータに基づく医療調整活動

に役立ちます。 

 

 

第４節 二次保険医療圏の災害医療体制 

１ 医療対策拠点の設置 

都は、原則として、以下の基準により、基幹災害拠点病院及び地域災害拠点中核病院（以下

「中核病院等」という。）に、医療対策拠点を設置します。 

地域災害医療コーディネーターは、医療対策拠点に参集して圏域内の医療救護活動を統括・

調整します。 

用語 説明 

 

医療対策拠点 

 

都が、圏域内の区市町村から情報収集を行い、地域災害医療コーデ

ィネーターとともに医療救護活動の統括・調整を行う場所として、

地域災害拠点中核病院等に設置する拠点 

地域災害医療 

コーディネーター 

各二次保健医療圏域の医療救護活動を統括・調整するため、都が指

定する医師（島しょを除き各１名） 

 

（１）開設準備 

都内（島しょ部を除く）で震度５強以上の地震が発生した場合、都内全ての基幹災害拠点

病院及び災害拠点中核病院において、直ちに医療対策拠点の開設準備に取り掛かります。 

地域災害医療コーディネーターは、自身の安否について電話などの情報伝達手段を用い、

都本部に連絡し、指示を待ちます。また、その際、自身が負傷もしくは遠隔地に滞在してい

るなど、参集が困難な場合には、その旨を伝え、今後の活動について調整します。 

大規模な風水害が予想される等、都が必要と判断し基幹災害拠点病院及び災害拠点中核病

院に連絡があった場合には、同様に開設の準備を行います。 

（２）設置 

都内（島しょ部を除く）で震度６弱以上の地震が発生した場合、または、都が医療対策拠

点の開設を基幹災害拠点病院及び災害拠点中核病院に要請した場合、都内全ての基幹災害拠

点病院及び災害拠点中核病院において、直ちに医療対策拠点を開設します。 

地域災害医療コーディネーターは、医療対策拠点に直ちに参集します。その際、自身が負

傷もしくは遠隔地に滞在しているなど、参集が困難な場合には、その旨を伝え、今後の活動

について調整します。また、自院の医療対策拠点の初動要員として施設長等から指名された

東京ＤＭＡＴ隊員が、速やかに地域災害医療コーディネーターの支援に入るとともに、都職

員が医療対策拠点に直ちに参集し、体制を整えます。 
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〔表 18：医療対策拠点一覧〕  

 二次保健 

医療圏 構成区市町村 

設置医療機関 

〔 〕は略記号（基幹災害拠点病院、地域

災害拠点中核病院） 

１ 区中央部 

 

千代田区、中央区、港区、 

文京区、台東区 

〔日〕日本医科大学付属病院 

 （文京区千駄木１－１－５） 

２ 区南部 品川区、大田区 〔大〕東邦大学医療センター大森病院 

 （大田区大森西６－１１－１） 

３ 区西南部 目黒区、世田谷区、 

渋谷区 

〔広〕東京都立広尾病院 

 （渋谷区恵比寿２－３４－１０） 

４ 区西部 新宿区、中野区、杉並区 〔東〕東京医科大学病院 

 （新宿区西新宿６－７－１） 

５ 区西北部 豊島区、北区、板橋区、 

練馬区 

〔帝〕帝京大学医学部附属病院 

 （板橋区加賀２－１１－１） 

６ 区東北部 荒川区、足立区、葛飾区 〔女〕東京女子医科大学附属足立医療セ

ンター（足立区江北４－３３－１） 

７ 区東部 墨田区、江東区、 

江戸川区 

〔墨〕東京都立墨東病院 

 （墨田区江東橋４－２３－１５） 

８ 西多摩 青梅市、福生市、羽村市、 

あきる野市、西多摩郡 

〔青〕市立青梅総合医療センター 

 （青梅市東青梅４－１６－５） 

９ 南多摩 八王子市、町田市、 

日野市、多摩市、稲城市 

〔八〕東京医科大学八王子医療センター 

 （八王子市館町１１６３） 

10 北多摩西部 立川市、昭島市、国分寺市、

国立市、東大和市、武蔵村山

市 

〔災〕国立病院機構災害医療センター 

 （立川市緑町３２５６） 

11 北多摩南部 武蔵野市、三鷹市、府中市、

調布市、小金井市、狛江市 

〔多〕東京都立多摩･小児総合医療センタ

ー（府中市武蔵台２－８－２９） 

12 北多摩北部 小平市、東村山市、清瀬市、

東久留米市、西東京市 

〔昭〕公立昭和病院 

 （小平市花小金井８－１－１） 

13 

 

島しょ 東京都災害対策本部地方隊（各支庁※）が対応 

 ※ 大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁の４支庁 
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国は、令和４年７月２２日付「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について」

において、複数の市町村をまとめた地域における保健医療福祉調整の拠点として、保健所を想

定しています。 

都においては、保健及び福祉に関する調整は、東京都災害対策本部と区市町村災害対策本部

が直接連携して行いますが、二次保健医療圏の医療救護に関する調整は、医療対策拠点で行う

こととしています。 

医療対策拠点は、保健医療局の災害対策本部と連携して活動することに加えて、地域災害医

療コーディネーターが中心となり、各圏域で地域災害医療連携会議を実施することとしており、

連携会議には区市町村（保健所含む）、都保健所が構成員に含まれているため、連携会議を通じ

て圏域の各主体が情報を共有できるため、地域の保健・福祉のニーズを踏まえた調整を行いま

す。 

〔図６：地域における保健医療福祉調整の体制〕 

 

※ 上記の構成を基本として、各医療対策拠点で柔軟に組織を構成します。 

地域災害医療コーディネーターの補佐役として、医療チームの代表者や行政職員等を追

加することや、参集した都職員のほか、区市町村職員を各部門に配置することも、円滑な

連携に有効です。 

 

 ２ 情報収集及び医療救護活動の統括・調整 

   都は、災害医療や地域の医療事情に精通している医師を、地域災害医療コーディネーター

に指定しています。地域災害医療コーディネーターは、医療対策拠点において、圏域内の医

療救護活動を統括・調整します。 
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〔表 19：地域災害医療コーディネーターの活動期間〕 

 

（１）圏域内の情報収集に関すること 

医療対策拠点は、圏域内の人的・物的被害の状況、病院の被害状況、都や区市町村等から

提供される医療情報を集約します。 

（２）医療チームの配分調整に関すること 

医療対策拠点は、都から派遣された都医療救護班、都歯科医療救護班、都薬剤師班、都内

ＤＭＡＴ、都内の協力医療チーム及び全国から参集する応援医療チームを、圏域内の区市町

村や災害拠点病院に配分調整します。 

（３）傷病者を受け入れる病院の確保等に関すること 

医療対策拠点は、圏域内の区市町村や災害拠点病院から要請を受けて、傷病者を受け入れ

る病院を確保します。病院の確保に当たって、医療対策拠点が要請できる範囲は、他の医療

対策拠点、圏域内の災害拠点病院及び区市町村になります。 

また、圏域内の区市町村や災害拠点病院からの病院機能維持のためのライフライン（水・

燃料）支援要請を受けて、都に支援の調整を行います。 

（４）災害医療コーディネーター等との連絡調整に関すること 

地域災害医療コーディネーターは、圏域内の医療救護活動方針、他圏域からの傷病者の受

入れ、他圏域への医療チームの派遣等について、都災害医療コーディネーター又は他の地域

災害医療コーディネーターと調整します。 

また、地域災害医療コーディネーターは、圏域内の区市町村災害医療コーディネーターに

対して、災害医療に関する専門的な助言を行います。 

（５）その他医療救護に関すること 

地域災害医療コーディネーターは、医療対策拠点に参集した日本ＤＭＡＴ（原則として統

括ＤＭＡＴ※1）と連携して、ＤＭＡＴ活動拠点本部※2 の設置運営、圏域内の病院支援活動及

び地域医療搬送活動等を行う日本ＤＭＡＴを統括します。 

※１ 各ＤＭＡＴ本部の責任者として活動する統括ＤＭＡＴ有資格者をいう。 

※２ 参集した日本ＤＭＡＴの指揮及び調整や日本ＤＭＡＴ活動方針の策定等を行う本部

をいう。 

 

 

第５節 区市町村の災害医療体制 

区市町村は、大規模な災害が発生した（又は発生するおそれがある）場合に、区市町村災害

対策本部を設置します。 

都内（島しょ部を除く）で震度６弱以上の地震が発生した場合には、当該区市町村内の震度

フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５
発災直後 超急性期 急 性 期
フェーズ０ フェーズ１ フェーズ２

亜急性期 慢 性 期 中 長 期

【医療対策拠点に参集】
・医療対策拠点の設置運営
・圏域内の医療情報の集約一元化
・医療チームの配分調整
・傷病者を受け入れる病院の確保
・各災害医療コーディネーターとの連絡調整 など

【情報連絡体制に移行】
・地域災害医療連携会議の定期的な開催
・区市町村災害医療コーディネーターに対する

専門的助言
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に関わらず、医療に関する調整が可能な体制を確保することが望まれます。 

※ 本節は、区市町村の標準的な取扱いについて記載していますが、各区市町村が定める地域防災計画

が優先されます。 

 

１ 情報収集及び医療救護活動の統括・調整 

区市町村は、区市町村災害医療コーディネーターからの医学的な助言を踏まえて、医療救護

活動を統括・調整します。 

（１）区市町村全域の情報収集に関すること 

（２）医療救護所の設置・運営に関すること 

（３）医療救護活動拠点の設置・運営に関すること 

（４）地区医療救護班等の編成及び派遣に関すること 

（５）医療チームの派遣を要請すること 

（６）傷病者を受け入れる病院の確保等に関すること 

（７）医薬品・医療資器材の確保に関すること 

（８）その他医療救護に関すること 

 

２ 区市町村災害医療コーディネーターの機能 

  区市町村は、災害医療や地域の医療事情（区市町村の医療環境や地理など）に精通している

医師を区市町村災害医療コーディネーターに指定します。 

区市町村災害医療コーディネーターは、大規模災害発生時において、区市町村長の要請を受

けて医療救護活動拠点などに参集し、次の職務に関して、医学的な見地から助言を行います。 

 〔表 20：区市町村災害医療コーディネーターの活動期間〕 

 
 

（１）区市町村の医療救護活動方針の策定に関すること 

（２）医療チームの配分調整に関すること 

（３）傷病者を受け入れる病院の確保に関すること 

（４）地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること 

（５）その他医療救護に関すること 

 

３ 地区医療救護班の活動等 

（１）地区医療救護班の編成・派遣 

区市町村は、地区医師会に対して、地区医療救護班の編成・派遣を要請します。地区医療

救護班は、医療救護所を中心に区市町村が定める医療救護活動を行います。 

この医療救護活動には、トリアージ及び傷病者に対する応急処置、助産救護、死亡の確認

亜急性期
フェーズ０ フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５
発災直後 超急性期 急 性 期 慢 性 期 中 長 期

【区市町村災害対策本部に参集】
・区市町村の医療救護活動方針の策定
・医療チームの配分調整
・傷病者を受け入れる病院の確保
・地域災害医療コーディネーターとの連絡調整
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（状況に応じて、遺体の検案に協力）などがあります。 

（２）地区歯科医療救護班の活動 

区市町村は、地区歯科医師会に対して、地区歯科医療救護班の編成・派遣を要請します。

地区歯科医療救護班は、医療救護所を中心に区市町村が定める歯科医療救護活動を行います。 

この歯科医療救護活動には、歯科医療を要する傷病者に対する応急処置又は歯科医療の提

供、トリアージの協力、検視・検案に際しての法歯学上の協力などがあります。 

（３）地区薬剤師班の活動 

区市町村は、地区薬剤師会に対して、地区薬剤師班の編成・派遣を要請します。地区薬剤

師班は、災害薬事センターなどで、区市町村が定める救護活動を行います。 

この救護活動には、医療救護所における調剤及び服薬指導、医薬品の集積場所等における

医薬品の仕分け・管理、トリアージの協力などがあります。 

 

４ 医療救護所 

災害時には、災害現場の負傷者や被災地内の傷病者に対して救護活動を行うため、救護所を

設置します。救護所には、医師が医療救護活動を行う医療救護所や東京消防庁などの救助機関

が活動を行う現場救護所などがあります。 

区市町村は、各区市町村地域防災計画に基づいて医療救護所を設置・運営することになりま

すが、医療救護ガイドラインでは、発災後に速やかに医療機関の近くに設置する緊急医療救護

所と、主に急性期以降に避難所内に設置する避難所医療救護所について記載しています。 

〔図７：主な救護所の種別※〕 

 

※ここで記載している救護所の種別は、法令等により定められたものではなく、広域災害救

急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の救護所種別（避難所救護所、医療機関前救護所、現場

救護所及び拠点救護所）に基づいて、医療救護ガイドラインが定めた区分になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救護所

医療救護所
（医師が活動を行う救護所）

現場救護所 など
（消防などの救助機関が活動を行う救護所 など）

緊急医療救護所
（超急性期から医療機関の近接地等に設置する医療救護所）

避難所医療救護所
（主に、急性期から避難所内に設置する医療救護所）
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〔表 21：医療救護所の設営時期〕 

 

 

 〔表 22：緊急医療救護所と避難所医療救護所の比較〕 

 

 

５ 医療救護活動拠点 

（１）医療救護活動拠点の設置 

  医療救護所を開設する区市町村は、区市保健所や保健センターなどに医療救護活動拠点を

設置します。 

（２）医療救護活動拠点の機能 

医療救護活動拠点では、毎朝・毎夕など定期的にミーティングを開催します。 

このミーティングでは、区市町村災害医療コーディネーターを中心に、医療救護活動方針の

確認や情報交換等を行います。 

特に、各医療救護所の運営に不均衡が生じないように、医療救護班等が不足している医療

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５

超急性期 急性期 亜急性期 慢性期 中長期

　　速やかに設置し、トリアージ・応急処置等 （状況に応じて閉鎖） 緊急医療救護所

フェーズ０

発災直後

 想定される医療ﾆｰｽﾞ

 避難所医療救護所

外傷治療・救命救急の医療ニーズ

慢性疾患治療・被災者等の健康管理

（発災後３時間～）避難所設置

（必要に応じてﾄﾘｱｰｼﾞ・応急処置等） 慢性疾患治療及び被災者等の健康管理（巡回診療を含む）

　１　目　的

　２　場　所

　４　期　間

医　　療　　救　　護　　所

緊 急 医 療 救 護 所 避 難 所 医 療 救 護 所

　区市町村が、発災後速やかに、災害拠点病院などの
　近接地等に設置する医療救護所

　区市町村が、おおむね急性期以降に、避難所内に
　設置する医療救護所

　３　機　能

[おおむね超急性期まで]

 ○ トリアージ
 ○ 軽症者（慢性疾患等を含む）に対する治療

 ○ (必要に応じて)中等症者・重症者に対する
　　搬送までの応急処置

[おおむね超急性期まで]
・病院がない地域に設置する避難所医療救護所
 ○ トリアージ
 ○ 軽症者（慢性疾患等を含む）に対する治療
 ○ 受入可能な医療機関までの搬送
 ○ 中等症者・重症者に対する応急処置
 ○ 避難者等に対する健康相談
 ○ 助産救護

[おおむね急性期以降]
・巡回診療などを行う避難所医療救護所
○　傷病者に対する治療
○　避難者等に対する健康相談　など

 ○ 原則として、超急性期まで開設
　　（近接病院等の状況から閉鎖を判断）

 ○ 原則として、急性期から慢性期まで開設
　　（地域の医療機能や避難所の状況から閉鎖を判断）

 ○ 災害拠点病院などの近接地等(病院敷地内を含む）  ○ 原則として500人以上の避難所、二次避難所

○ 重症度に応じた適切かつ迅速な医療の提供 ○ 地域住民に対する医療機能の提供

・発災直後は、多数傷病者に対する優先順位が必要

↓
・病院前トリアージを実施して、中等症者等に対する

災害拠点病院などの診療機能を確保

・地域医療が回復するまで医療機能の確保が必要
↓

・病院がない地域における臨時的な医療機能の提供
・避難生活の長期化による被災者の健康管理など
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救護所がないか、医療救護所の人的・物的支援に不均衡がないか、医療救護活動が継続的か

つ計画的に行われているか、などについて確認します。 

（３）医療救護活動拠点の閉鎖 

区市町村は、医療救護所の設置数や医療救護活動の状況から、医療救護活動拠点の閉鎖時

期を決定します。 

〔参考：医療救護活動拠点のレイアウト（例）〕 

 
 

 

第６節 医薬品・医療資器材 

１ 医薬品・医療資器材等の調達方法 

（１）病院、診療所、歯科診療所、薬局 

病院、診療所、歯科診療所及び薬局は、原則として、医薬品、医療機器、衛生材料及び歯科

用医薬品を平時と同様に卸売販売業者から購入します。 

卸売販売業による医薬品等の供給機能は段階的に復旧しますが、流通が回復するまで（概

ね超急性期までの 72 時間）は、医療機関の備蓄品等で対応します。 

（２）区市町村 

区市町村は、災害薬事センターを設置して卸売販売業者に医薬品等を発注し、医療救護所

や避難所に供給します。また、流通が回復するまでは、区市町村の備蓄品等で対応します。 

 

区市町村
災害医療
コーディネーター

地区三師会・区市町村職員

医療チームの班長

パソコン電話・FAX

医薬品等器材置場

仕分け場 カルテ 処方箋 申し送り表

※施錠できる環境であること※施錠できる環境であること
必要に応じて災害薬事センター機能

文具

医療救護活動拠点

事務局

医療チームのスタッフ

災害医療に精通
した医療チームの
代表によるコーディ
ネーターのサポート
（日赤・ＪＭＡＴなど）
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〔表 23：医薬品・医療資器材等の供給〕 

機関名 活動内容 

東京都 

保健医療局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 医薬品等の卸売販売業者が早期に機能を復旧できるよう、自衛隊等

関係機関の協力を得ながら支援 

○ 区市町村の医薬品・医療資器材が不足する場合に、要請に基づき、

都の備蓄品を供給 

○ 医薬品等が不足した場合には、東京医薬品卸業協会等災害時協力協

定締結団体から調達 

○ 災害拠点病院等が収容力を臨時的に拡大するために必要な応急用資

器材及び医薬品等の確保に努める。 

○ 必要に応じて医薬品集積センターを設置し、仕分けた上で区市町村

へ提供 

区市町村 

 

 

 

○ 発災後速やかに災害薬事センター（旧称：医薬品ストックセンター）

を設置 

○ 災害時には区市町村が備蓄しているものを使用 

○ 備蓄医薬品等に不足が生じた場合は、区市町村において独自に調達

し、調達が困難な場合には都に要請 

都薬剤師会 

地区薬剤師会 

 

 

 

○ 区市町村災害医療コーディネーター、地域災害医療コーディネータ

ー及び東京都災害医療コーディネーターの業務に協力 

○ 被災地内の地区薬剤師会は、区市町村の要請を受け、災害薬事セン

ター（旧称：医薬品ストックセンター）における医薬品の仕分け・管

理、救護所での調剤、地区薬剤師班の調整等を行う。 

○ 都の要請があった場合、医薬品集積センターにおける仕分け・管理等

を実施 

 

２ 東京都の対応 

都は、卸売販売業者及び災害時協力締結団体※や日本赤十字社東京都支部などと連携し、災害

時の医薬品等の供給体制を構築しています。 

なお、医薬品・医療資器材と一部の血液製剤の調達方法は異なりますので、ご注意ください。 

※東京都薬剤師会、東京医薬品卸業協会、日本医療機器協会、日本産業・医療ガス協会、日本

衛生材料工業連合会及び大東京歯科用品商協同組合  

 

３ 区市町村の対応 

区市町村は、災害時に必要な医薬品等を備蓄するとともに、地区薬剤師会と連携し、災害薬

事センターの設置場所や運営方法、卸売販売業者からの調達方法などをあらかじめ協議してお

きます。詳しくは、『災害時薬剤師班活動ガイドライン』によります。 
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第７節 医療機関 

１ 平常時からの備え 

（１）災害対策委員会の設置 

院長等を責任者とする災害対策委員会を設置し、災害時の医療救護体制の在り方、施設設

備等の安全点検、防災訓練の実施などについて事前に検討します。 

（２）緊急時の連絡網の整備 

災害発生直後から迅速に対応できるように、職員や関係機関との緊急連絡網を整備し、安

否確認の方法や関係機関に要請すべき事項を取りまとめて、職員に周知します。 

（３）事業継続計画（ＢＣＰ）や災害対応マニュアルの策定 

病院、診療所、歯科診療所及び薬局は、災害時においても診療等を継続できるように事業

継続計画（ＢＣＰ）や災害対応マニュアルを策定し、職員の参集体制、災害発生時の初動体

制、外来・入院患者への対応、新たな傷病者の受入場所の確保や病床の臨時拡大の方法、地

域の関係機関との連携などについて、あらかじめ定めておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）医薬品・医療資器材の管理 

卸売販売業者が復旧し、流通を通じて適切に供給されるまでに必要な医薬品等（おおむね

３日分程度）をあらかじめ備蓄します。 

（５）施設・設備等の点検 

医療機能の維持に欠かせない電気、水道などの施設・設備等の点検を毎年度定期的に実施

します。 

（６）防災訓練の実施 

被災地内の医療機関には、在院患者の安全確保や新たな傷病者の受入れなどが求められま

す。このため、各医療機関は、次の（ア）及び（イ）を目的として、計画的に防災訓練を実施

します。 

ア 事業継続計画（ＢＣＰ）や災害対応マニュアルの検討・見直し 

イ 災害時の対応方法の周知 

 

 

 

【参考：事業継続計画（ＢＣＰ）】 

  事業継続計画（ＢＣＰ）とは、災害時においても重要業務を中断しないように事前に定めた計画を

いいます。 

  事業継続計画（ＢＣＰ）において想定する主な業務には、①優先度の高い通常業務、②災害時応

急対策業務、③応急復旧業務、④優先度の高い復旧業務、⑤予防業務があります。 

  都では、以下のとおりガイドラインを定めていますので、ご活用ください。 

（１）医療機関の事業継続計画（ＢＣＰ）策定ガイドライン 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/zigyoukeizokukeikak

u.html 

（２）災害時の薬局業務運営の手引き ～薬局ＢＣＰ・地域連携の指針～ 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/yakkyokubcp.html 

【参考：病院における防災訓練マニュアル等】 

○ 病院における防災訓練マニュアル（平成８年８月発行） 

○ 病院の施設・設備自己点検チェックリスト（平成１２年３月発行） 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/bousaikunnrenn.html 
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第８節 搬送体制 

  都は、東京都災害医療コーディネーターの医学的な助言を受けて、傷病者の受入れが可能な

医療機関を確保し、傷病者を搬送します。 

また、都外に搬送する必要がある場合には、都が、他自治体との協定等に基づき、他県又は

市（以下「他県等」という。）に対して傷病者等の受入れを要請します。 

 

〔表 24：医療搬送の定義〕 

用語 定義 

地域医療搬送 ・地域医療搬送とは、被災地内外を問わず、都道府県、市区町村及び病院

が、各防災関係機関の協力を得て、ヘリコプター、救急車等により患者を

搬送する医療搬送（県境を越えるものも含む）であって、広域医療搬送以

外のものをいう。 

・ 災害現場から被災地域内の医療機関への搬送、被災地域内の医療機関か

ら近隣地域への搬送、被災地域内の医療機関からＳＣＵへの搬送及び被災

地域外のＳＣＵから医療機関への搬送を含む。 

広域医療搬送 ・広域医療搬送とは、国が各機関の協力の下、自衛隊機等の航空機を用い

て対象患者を被災地内の航空搬送拠点から被災地外の航空搬送拠点まで

航空搬送する医療搬送をいう。 

・広域医療搬送は、被災地域及び被災地域外の民間や自衛隊の空港等に航

空搬送拠点を設置して行う。 

【日本ＤＭＡＴ活動要領による】 

（１）航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置 

都は、大規模災害時等において傷病者の航空搬送を行うための拠点を確保し、同拠点内に

臨時医療施設（Staging Care Unit。以下「ＳＣＵ」という。）を設置します。 

ＳＣＵとは、主に航空機搬送に際して患者の症状の安定化を図り、搬送を実施するための

臨時医療施設として、必要に応じて被災地域及び被災地域外の航空搬送拠点に設置されるも

のです。都は、内閣府が定めるＳＣＵ設置候補地（東京国際空港（羽田空港）、有明の丘広域

防災拠点及び立川駐屯地の３か所）に設置することを予定しています。 

（２）搬送体制の整備等 

都は、自動車、ヘリコプター、船舶など複数の搬送手段を確保するとともに、ヘリコプタ

ー緊急離着陸場※の確保を図ることとします。また、相互応援協定等に基づき、国や関係県市

等との広域医療搬送体制の整備に努めています。 

※東京都地域防災計画〔別冊資料〕に、「災害時臨時離着陸場候補地一覧」を掲載しています。 

 

 

第９節 各論Ⅰ＜発災直後～超急性期・急性期＞ 

１ 情報連絡体制 

  都内において震度６弱以上の地震が発生した場合など大規模な災害が発生しているとき、都

は、災害時医療救護活動ガイドラインに定める医療救護に関する情報を収集します。 

各地域の被害状況は、主に、都や区市町村の災害対策本部が把握しますが、「医療救護に関す
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る情報（医療機関や医療救護所の状況、医療チームの活動状況など）」については、都、医療対

策拠点、区市町村その他関係機関が連携して情報収集に努めます。 

 

〔図８：急性期までの情報連絡体体制〕 

 

 

【参考：通信手段について】 

 災害時においては、様々な通信手段を活用することにより、関係機関と情報共有することが求

められますが、医療救護ガイドラインでは、「電話等」及び「電子メール・ＦＡＸ等」を下記のと

おり想定しています。さらに、こうした基本的な通信手段のほか、多数の関係者が同時に情報共

有等を行う必要がある際などは、インターネットの接続状況によって、新型コロナ禍で普及した

「ＷＥＢ会議システム」も活用し、効果的・効率的な情報共有を行うことが必要です。 

 

①  電話等 

固定電話、携帯電話、防災行政無線、ＭＣＡ無線、衛星携帯電話など遠隔地と会話できる

通信手段。※ＭＣＡ無線は、令和 11 年５月 31 日でサービス終了予定 

② 電子メール・ＦＡＸ等 

電子メール、ＦＡＸ、防災行政ＦＡＸなど遠隔地に資料を送信できる通信手段。 

③ ＷＥＢ会議システム 

インターネット環境下で、ＷＥＢ会議により、多数の関係者が同時に、映像、音声、資料

共有などができる通信手段。 

 

２ 東京都の医療救護活動 

 都は、都内で大規模な災害が発生した又は発生するおそれがある場合、東京都災害対策本部

を設置します。 

区市町村医療救護活動拠点
（区市町村

災害医療コーディネーター）

人的・物的被害
その他被害状況

医療対策拠点
（地域災害医療コーディネーター）

東京都災害対策本部
（東京都災害医療コーディネーター）

人的・物的被害
その他被害状況

災害拠点病院

東京都医師会
東京都歯科医師会
東京都薬剤師会
日本赤十字社東京都支部

災害拠点連携病院
災害医療支援病院

東京ＤＭＡＴ指定病院

緊急医療救護所
避難所医療救護所

地区医師会
地区歯科医師会
地区薬剤師会 など

国や他道府県などの関係機関
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ただし、夜間休日等の勤務時間外において震度６弱以上の地震（島しょを除く）が発生した

場合は、東京都災害対策本部を自動的に設置します。 

都は、東京都災害医療コーディネーターの医学的な助言に基づいて、都内全域の医療救護活

動を統括・調整します。 

（１）情報連絡体制 

都内において震度６弱以上の地震が発生した場合など大規模な災害が発生したとき、都は、

都内全域の人的・物的被害、病院被害、大規模事故、ライフラインや主要道路の状況、その他

医療救護ガイドラインに定める医療救護に関する情報の収集を開始します。 

なお、ＥＭＩＳの災害モード切替基準は下記のとおりです。 

 

〔ＥＭＩＳの災害モード切替基準（都の場合）〕 

 

 

 

 

 

 

 

ア 東京都 → 東京都医師会・歯科医師会・薬剤師会・日本赤十字社東京都支部 

（ア）東京都災害対策本部等を設置したこと 

（イ）都、各医療圏及びＳＣＵの医療救護活動方針について情報提供すること 

（ウ）医療救護班等の編成・派遣を要請すること 

（エ）ＪＭＡＴ、日本赤十字社救護班等の医療チームの派遣を要請すること 

（オ）日本赤十字社の医療救護所（ｄＥＲＵを含む）の設置等について、調整員を派遣する 

こと 

イ 東京都 → 医療対策拠点 

（ア）医療対策拠点の設置を要請すること 

（イ）東京都災害対策本部等を設置したこと 

（ウ）都内の被害状況等について情報提供すること 

（エ）医療救護活動方針について情報提供すること 

（オ）医療チーム（都医療救護班や日本ＤＭＡＴ・日本赤十字社救護班など）を配分するこ

と 

（カ）病院からのライフライン支援要請（水・燃料など）の対応を決定すること 

（キ）広域医療搬送方針等について情報提供すること 

ウ 東京都 → ＳＣＵ（参集拠点を含む） 

（ア）東京都災害対策本部等を設置したこと 

（イ）都内の被害状況等について情報提供すること 

（ウ）医療救護活動方針についてＥＭＩＳで公表すること 

（エ）医療チーム（都医療救護班や日本ＤＭＡＴなど）の配分決定を行うこと 

（オ）広域医療搬送方針等について情報提供すること 

都は、大規模地震等の災害が発生するなど下記の基準に該当する場合に、広域災害救急医療情報システ

ム（ＥＭＩＳ）の運用を災害モードに切り替えます。 

 （1） 東京都内及び隣接する県に、震度５強以上の地震が発生したとき。 

 （2） 東京都内で災害が発生し、又は発生することが予測され、東京都災害対策本部が設置されたとき。 

 （3） 国の機関又は他の道府県から広域災害救急医療情報の入力依頼があったとき。 

 （4） その他、都が必要と認めたとき。 
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エ 東京都 → 都内参集場所（P80 参照） 

（オ）他県ＤＭＡＴなどに対して参集拠点を指定すること 

オ 東京都 → 区市町村 

（ア）東京都災害対策本部等を設置したこと 

（イ）医療救護活動方針についてＥＭＩＳで公表すること 

カ 東京都 → 災害拠点病院 

（ア）東京都災害対策本部等を設置したこと 

（イ）都の医療救護活動方針についてＥＭＩＳで公表すること 

（ウ）東京ＤＭＡＴの編成・派遣を要請すること（※東京ＤＭＡＴ指定病院に限る） 

（エ）都医療救護班や都内ＤＭＡＴの編成・派遣を要請すること 

キ 東京都 → 国（厚生労働省ＤＭＡＴ事務局・内閣府など） 

（ア）他県ＤＭＡＴの配分調整を要請すること 

（イ）広域医療搬送に関する調整を要請すること 

ク 東京都 → 他道府県 

（ア）他県ＤＭＡＴの派遣を要請すること 

（イ）傷病者の受入れを要請すること 

（２）医療救護活動の総括・調整 

都は、東京都災害医療コーディネーターの医学的な助言に基づき、都内全域の医療救護活

動を統括・調整します。 

ア 東京都災害医療コーディネーターの参集 

イ 医療救護活動方針の策定 

ウ 東京ＤＭＡＴの派遣   

エ 都医療救護班等の配分決定 

オ 都内の協力医療チームの配分決定 

カ 全国の応援医療チームの受入れ 

キ 傷病者を受け入れる病院の確保 

ク 広域医療搬送の調整  

ケ 都道府県ＤＭＡＴ調整本部の指揮・調整 

（３）東京 DMAT の活動 

都は、災害現場などの医療の空白地帯での多数傷病者に対する救命処置や、東京都災害対

策本部や医療対策拠点における災害医療コーディネーターの支援、被災した医療機関におけ

る本部支援や転院調整・搬送活動のため、東京ＤＭＡＴを派遣します。 

ア 待機要請 

都内（島しょ地域を除く※。）において大規模地震災害が発生した場合、都は、様式３－

１「東京ＤＭＡＴ待機要請書」により、東京ＤＭＡＴ指定病院に対して、東京ＤＭＡＴの

待機を要請します。ただし、都内において震度６弱以上の震度を記録した場合には、東京

ＤＭＡＴ指定病院は、都からの要請を待たずに待機します。 

※島しょ地域の取扱いについては、P96 を参照してください。 

イ 出場の可否等（報告） 

東京ＤＭＡＴ指定病院は、施設の被害状況や傷病者の受入状況などを踏まえ、出場の可
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否と出場可能なチーム数を確認し、様式３－２「東京ＤＭＡＴ待機報告書」により、都に

報告します。 

通信手段は、原則として電子メール・ＦＡＸ等（防災行政ＦＡＸ（70062）含む）とします。 

ウ 出場の決定（出場命令） 

（ア）都は、災害現場での多数傷病者等に対する救命処置や災害医療コーディネーターの支

援など東京ＤＭＡＴを投入する活動、投入先や投入順序について、都内の被害状況や出

場可能なチーム数、東京都災害医療コーディネーターの医学的な助言などを踏まえて、

東京消防庁、都立病院機構と協議の上、決定します。 

（イ）都は、東京ＤＭＡＴ指定病院に対して、東京ＤＭＡＴの出場を命じます。災害現場へ

の出場の場合、東京消防庁にも報告し、東京消防庁は、東京ＤＭＡＴ連携隊を東京ＤＭ

ＡＴ指定病院に派遣します。 

エ 編成 

東京ＤＭＡＴ指定病院は、災害現場への出場の際、１チーム当たり、医師１名、看護師

等２名の計３名を基準として、東京ＤＭＡＴを編成します。ただし、必要に応じて業務調

整員を含めることができます。その他の活動に関する出場の際は、当該支援活動に必要な

隊員を編成します。 

オ 出場 

東京ＤＭＡＴは、災害現場への出場の際、東京ＤＭＡＴ連携隊とともに出場します。そ

の他の活動に関する出場の際は、東京ＤＭＡＴ指定病院で確保した車両により出場します。

ただし、東京ＤＭＡＴが車両以外で出場することが効果的であると都が判断した場合は、

関係機関と協議し、出場方法を速やかに決定します。 

カ 災害現場での活動 

（ア）東京ＤＭＡＴは、災害現場の現場救護所等において、東京消防庁の現場指揮本部長の

指揮下で活動します。 

（イ）東京ＤＭＡＴは、現場指揮本部長から受けた活動範囲や活動内容の指示に基づき、東

京ＤＭＡＴ連携隊など消防隊等により安全が確保され、かつ、特別な装備を着装する必

要がない範囲で活動します。 

（ウ）現場救護所等では、東京ＤＭＡＴ連携隊の支援を受けて、救出救助された傷病者に対

するトリアージや救命処置等を実施します。 

また、東京ＤＭＡＴは、搬送の優先順位などについて、消防隊等に対して医学的な見

地から助言を行います。 

（エ）東京ＤＭＡＴの活動期間は、出場からおおむね４８時間以内とします。 

キ 災害現場において複数の東京ＤＭＡＴが活動する場合 

同一の災害現場において、複数の東京ＤＭＡＴが活動する場合は以下のとおりとします。 

（ア）原則として、災害現場に最先着した東京ＤＭＡＴが、現場指揮本部長に対して医学的

な見地から助言を行います。 

（イ）原則として、その活動場所に最先着した東京ＤＭＡＴが、その現場責任者に対して医

学的な見地から助言を行うとともに、後着の東京ＤＭＡＴと連携します。 

ク 対策本部等の支援活動 

災害対策本部等の都の本部において、東京都災害医療コーディネーターの活動を補佐す
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るなど、医学的助言に関することや医療対策拠点をはじめ関係機関との調整等に関するこ

となど、本部活動の支援を行います。 

ケ 地域災害医療コーディネーターの支援活動 

医療対策拠点において、地域災害医療コーディネーターの活動を補佐します。 

具体的には、応援医療チームの活動、医療情報の集約、傷病者を収容する医療機関の確

保、東京都災害医療コーディネーターと地域災害医療コーディネーター等との連絡調整に

関することなどを行います。 

コ 医療機関に対する支援活動 

出場先である医療機関管理者等の指示に基づき、医療機関の機能維持、入院患者等の転

院調整などの支援活動を行います。 

サ その他 

その他詳細については、「災害医療派遣チーム（「東京ＤＭＡＴ」）運営要綱」、「都内大規

模地震等災害発生時活動要領」及び「対策本部等支援活動要領」の定めによります。 

 

（４）都医療救護班等の派遣 

ア 要請手続き 

都は、都医師会、都歯科医師会、都薬剤師会、日本赤十字社東京都支部、災害拠点病院

などの関係機関に対して、都医療救護班、都歯科医療救護班及び都薬剤師班の編成・派遣

を要請します。 

また、都は、都医療救護班等の編成可能数や被害状況に応じて配分調整を行い、都医療

救護班等に対して参集場所を指定します。 

都医療救護班等は、原則として、移動手段を自ら確保して、速やかに出動しますが、移

動手段の確保が困難な場合は、都に要請します。 

なお、都歯科医師会に対する都歯科医療救護班の派遣要請、「災害時歯科医療救護活動ガ

イドライン」に、都薬剤師会に対する都薬剤師班の派遣要請は、「災害時薬剤師班活動ガイ

ドライン」に、それぞれ定める場合を除き、この要請手続を準用します。 

 

〔図９：都医療救護班等の要請手続き〕 

 

 

〔都医療救護班等の派遣要請手順〕 

① 派遣要請（医療対策拠点 ⇒ 東京都） 

医療対策拠点は、圏域内の医療ニーズや区市町村又は災害拠点病院からの派遣要請を

取りまとめ、圏域内で活動中の都医療救護班等を配分調整します。また、圏域内の医療

救護班が不足しているときは、都医療救護班等の派遣を都に要請します。 

② 編成・派遣要請（東京都 ⇒ 都医師会等） 

 ① 派遣要請  ② 編成・派遣要請

 ④ 配分決定  ③ 編成・派遣決定

東　京　都
 東京都歯科医師会

都災害医療
　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  日本赤十字社東京都支部

 東京都薬剤師会

 災害拠点病院

　地域災害医療
　　　コーディネーター

医療対策拠点
 東京都医師会
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都は、医療対策拠点から派遣要請を受けたとき又は都が必要と判断したときは、都医

師会、都歯科医師会、都薬剤師会、日本赤十字社東京都支部及び災害拠点病院に対して、

電話等により、都医療救護班、都歯科医療救護班及び都薬剤師班の編成・派遣を要請し

ます。 

③ 編成・派遣決定（都医師会等 ⇒ 都） 

要請を受けた都医師会などの関係機関は、都医療救護班等の編成・派遣を決定し、編

成可能数や派遣チームについて、電話等により回答します。 

④ 配分決定（都 ⇒ 医療対策拠点） 

都は、都医療救護班等の配分を決定し、医療対策拠点に、電話等により回答します。 

イ 都医療救護班の活動 

都医療救護班は、参集場所において、地域災害医療コーディネーター、区市町村災害医

療コーディネーター、派遣先の病院長等が決定した活動方針を確認し、主に、トリアージ、

軽症者に対する治療、中等症者及び重症者への応急処置を行います。 

また、医療救護活動拠点や医療対策拠点などで、区市町村災害医療コーディネーターや

地域災害医療コーディネーターを補佐します。 

なお、都医療救護班による検視・検案活動については、「災害時における遺体の取扱いに

関する共通指針（検視・検案等活動マニュアル）」によります。 

ウ 都歯科医療救護班の活動 

都歯科医療救護班は、参集場所において、地域災害医療コーディネーター、区市町村災

害医療コーディネーターなどが決定した活動方針を確認し、主に医療救護所で、歯科医療

を要する傷病者に対する応急処置やトリアージの協力などを行います。 

なお、都歯科医療救護班による検視・検案に際しての法歯学上の協力※については、「災

害時の歯科医療救護活動における身元確認班（歯科医師班）研修テキスト」によります。 

    ※ 身元不明の遺体が多数発生した場合、警視庁からの協力要請に基づき、身元確認班

（歯科医師班）を編成し、区市町村が設置する遺体収容所において、警視庁の検視

責任者の指示により身元確認作業を行います。 

エ 都薬剤師班の活動 

都薬剤師班は、参集場所において、地域災害医療コーディネーター、区市町村災害医療

コーディネーターなどが決定した活動方針を確認し、主に医療救護所における調剤・服薬

指導、医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け・管理、トリアージの協力などを行い

ます。なお、薬剤師班の活動については、「災害時薬剤師班活動ガイドライン」によります。 

オ 東京都災害時医療救護従事者証の携行 

都医療救護班等は、原則として、各機関の災害対策用被服などを着用するとともに、都

が事前に発行している東京都災害時医療救護従事者証を携行します。 

 

３ 二次保険医療圏の医療救護活動 

 都は、各二次保健医療圏に医療対策拠点を設置します。医療対策拠点では、地域災害医療コ

ーディネーターが、圏域内の医療救護活動を統括・調整します。 

（１）医療対策拠点の設置 

都内（島しょ部を除く）で震度６弱以上の地震が発生した又は都から設置の指示があった
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場合、地域災害医療コーディネーター及び医療対策拠点の職員は、原則として、直ちに地域

災害拠点中核病院等（以下、「中核病院等」という。）に参集し、医療対策拠点を設置します。

また、地域災害医療コーディネーターが不在の場合は、あらかじめ指定された代理者又は都

が指定する者が、医療対策拠点を設置します。 

（２）情報連携体制 

医療対策拠点は、ＥＭＩＳにより圏域内の病院状況を確認するほか、都や管轄する区市町

村と連携して、医療救護に必要な情報を集約します。 

（３）医療救護活動の統括・調整 

地域災害医療コーディネーターは、医療対策拠点において圏域内の医療救護活動を統括・

調整します。 

 

４ 区市町村の医療救護活動 

区市町村は、区市町村災害医療コーディネーターの医学的な助言に基づいて、区市町村内の

医療救護活動を統括・調整します。 

本節は、区市町村の標準的な取扱いについて記載していますが、各区市町村が定める地域防

災計画が優先されます。 

（１）区市町村内の情報収集 

区市町村は、ＥＭＩＳや電子メール・ＦＡＸ等により病院の被害状況を確認するほか、医

療対策拠点や関係機関と連携して、医療救護に必要な情報を集約します。 

ア 区市町村→医療対策拠点 

（ア）区市町村災害対策本部や医療救護活動拠点を設置したこと 

（イ）病院の被害状況について情報提供すること 

（ウ）区市町村の医療救護活動方針について情報提供すること 

（エ）医療救護所の設置運営状況を報告すること 

（カ）病院へのライフライン支援（水・燃料）を要請すること 

（キ）傷病者を受け入れる病院の確保を要請すること 

（ク）傷病者を受け入れる病院を提示すること 

イ 区市町村→災害拠点病院 

（ア）被害状況の報告を求めること 

（イ）緊急医療救護所の設置運営について調整すること 

（ウ）傷病者の受入れを要請すること 

ウ 区市町村→災害拠点連携病院 

（ア）被害状況の報告を求めること 

（イ）緊急医療救護所の設置運営について調整すること 

（ウ）医療チームの派遣を決定すること 

（エ）医療チームの派遣を決定すること 

（オ）傷病者の受入れを要請すること 

（カ）傷病者を受け入れる病院を提示すること 

エ 区市町村→災害医療支援病院 

「（３）区市町村→災害拠点連携病院」を準用します。 
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オ 区市町村 ⇔ 診療所・歯科診療所・薬局等 

区市町村は、診療所等から医療搬送の要請を受けて、区市町村内の病院、圏域内の災害

拠点病院又は医療対策拠点と調整し、要請元の診療所等に対して、電話等で回答します。 

その他の事項は、区市町村が定めるところによります。 

（２）医療救護活動の総括・調整 

区市町村は、区市町村災害医療コーディネーターの医学的な助言に基づき、区市町村全域

の医療救護活動を統括・調整します。 

ア 地区医療救護班等の編成・派遣 

区市町村は、区市町村地域防災計画等に基づいて、地区医師会、地区歯科医師会、及び

地区薬剤師会などの関係機関に対して、地区医療救護班、地区歯科医療救護班及び地区薬

剤師班の編成・派遣を要請します。 

イ 医療救護所の設置・運営 

区市町村は、緊急医療救護所及び避難所医療救護所を設置し、その設置状況や運営状況

をＤＩＳ及びＥＭＩＳに入力します。 

ウ 医療救護活動拠点の設置・運営 

    区市町村は、医療救護活動拠点を設置して医療情報を集約し、区市町村災害医療コーデ

ィネーターの医学的な助言を受けて、医療救護活動方針を策定します。 

エ 医療チームの再配分 

区市町村は、病院（災害拠点病院を除く）から医療チームの派遣要請を受けて、区市町

村災害医療コーディネーターの医学的な助言を踏まえながら、区市町村内で活動中の医療

チームを再配分します。 

オ 医療チームの派遣要請 

区市町村は、医療チームが不足している又は不足が見込まれるときは医療対策拠点に対

して医療チームの派遣を電話等で要請し、様式４「医療チーム派遣要請書」を送付します。 

カ 傷病者を受け入れる病院の確保 

区市町村は、区市町村災害医療コーディネーターの医学的な助言を受けて、医療機関や

医療救護所で対応できない傷病者を受け入れる病院を確保します。 

（ア）重症者の場合 

区市町村は、ＥＭＩＳや圏域内の医療救護活動方針などを確認して、圏域内の災害拠

点病院に対して、重症者の受入れを電話等で要請します。 

（イ）中等症者・その他の傷病者の場合 

区市町村は、ＥＭＩＳや圏域内の医療救護活動方針などを確認して、区市町村内の災

害拠点連携病院・災害医療支援病院に対して、中等症者その他の傷病者の受入れを電話

等で要請します。 

  （ウ）医療対策拠点に対して要請する場合 

上記（ア）及び（イ）による受入病院の確保が困難な場合、区市町村は、医療対策拠点

対して、傷病者を受け入れる病院の確保を電話等で要請し、様式７「医療搬送要請書」

を送付します。 

キ 地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること 

区市町村災害医療コーディネーターは、対応困難な事例又は災害医療に関する専門的事
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項について、管轄の地域災害医療コーディネーターに対して助言を求めることができます。 

（３）地区医療救護班等 

地区医療救護班、地区歯科医療救護班及び薬剤師班は、主に区市町村が設置する緊急医療

救護所又は避難所医療救護所において、医療救護活動を行います。 

ア 災害対策本部の設置 

地区医師会、地区歯科医師会及び地区薬剤師会は、おおむね震度６弱以上の地震が発生

した場合に、速やかに災害対策本部を設置し、区市町村と連携して、最新の被害状況の把

握に努め、地区医療救護班、地区歯科医療救護班及び地区薬剤師班の派遣要請に対応でき

るように、体制を整えます。 

イ 医療救護班等の派遣要請 

（ア）地区医療救護班等の編成 

区市町村は、区市町村地域防災計画等に基づいて、地区医師会、地区歯科医師会及び

地区薬剤師会などの関係機関に対して、地区医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班

の編成を要請します。 

区市町村から要請を受けた地区医師会などの関係機関は、交代要員や必要な班数を確

保します。 

（イ）地区医療救護班等の派遣・出場 

派遣要請を受けた地区医師会などの関係機関は、あらかじめ定められた緊急連絡網な

どにより、会員へ指示伝達を行い、地区医療救護班等を参集場所に派遣します。 

出動の指示伝達を受けた会員は、指示された場所に参集することとし、被災等により

参集できない場合には、可能な限り、その旨を地区医師会等に連絡するようにします。 

地区医師会等は、出動可能な班編成を確認し、活動場所ごとに医療救護活動の指揮者

を定めて、それを当該区市町村に連絡するものとします。 

（ウ）地区医療救護班等の配分調整 

区市町村は、地区医療救護班等の編成状況、医薬品・医療資器材の確保状況、傷病者

の発生動向や医療ニーズを把握して、医療救護所の機能に不均衡が生じないように、医

療救護班などの医療チームを配分調整します。 

（エ）資器材等の携行 

出動する会員は、原則として、各団体又は区市町村が定める被服、ヘルメット、帽子、

手袋及び底厚の靴を着用し、懐中電灯や身分証明書等を持参します。 

（オ）移動手段の確保 

地区医療救護班等は、原則として、移動手段を自ら確保しますが、移動手段の確保が

困難な場合は、区市町村に要請します。 

ウ 地区医療救護班 

    地区医療救護班は、医療救護所を中心に、トリアージ、軽症者に対する治療、中等症者

及び重症者への応急処置など、区市町村が定める医療救護活動を行います。 

エ 地区歯科医療救護班 

地区歯科医療救護班は、医療救護所を中心に、歯科医療を要する傷病者に対する応急処

置、トリアージの協力などを行います。 

オ 地区薬剤師班 
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地区薬剤師班は、主に医療救護所における調剤・服薬指導、トリアージの協力、医薬品

の集積場所等における医薬品の仕分け・管理などを行います。 

なお、薬剤師班の活動については、「災害時薬剤師班活動ガイドライン」によります。 

カ その他協定団体等 

地区看護協会、地区柔道整復師会などの協力団体は、区市町村地域防災計画等に定める

救護活動等に協力します。 

キ 医療救護活動にあたっての留意事項 

（ア）カルテの作成 

災害時における異なる医療チーム間での共通のカルテ様式として、「災害時診療記録

2018」の様式を活用します。チームの交代等があった際にも、円滑に被災者の診療情報

のやり取りが可能となります。 

また、連携するアプリである「Ｊ-SPEED」に必要な情報を入力することで、集計され

た診療日報の作成・遠隔での共有が即座に可能となり、各本部におけるデータに基づく

医療調整活動に役立ちます。 

（イ）次期医療救護班等への引継ぎ等 

医療救護所や医療救護活動拠点等において、活動記録書を作成し、次期医療救護班等

に引継ぎます。 

（ウ）他の医療チームとの連携 

地区医療救護班等は、医療救護所の責任者の下、他の医療チーム等との連携を図りな

がら、医療救護活動を行います。 

（４）医療救護所 

区市町村は、災害拠点病院等の近接地等（病院開設者の同意がある場合は、病院敷地内を

含む。）に、発災直後から緊急医療救護所を設置します。 

また、病院がない地域には、避難所医療救護所を設置します。 

ア 標準的な体制 

緊急医療救護所又は避難所医療救護所を設置するためには、人員の確保、医療救護所の

設営、組織づくり（チームビルディング）が必要です。 

医療救護所の体制は、区市町村が状況に応じて決定しますが、標準的な体制と役割は、

下記のとおりです。 

なお、医療救護所の運営には、１班以上の医療救護班が必要です。医療チームが限られ

ている場合には、各班の兼任など、医療救護所の指揮者が担当を定めます。 
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〔図 10：緊急医療救護所・避難所医療救護所の標準的な体制（急性期まで）〕 

 
 

イ 医療救護所の指揮者等の選任 

区市町村は、原則として、近接する病院の事情を最も知っている医師（近接病院に勤務

する医師）、又は地域の医療事情を最も知っている地区医師会の医師から、医療救護所の指

揮者を選任します。また、医療救護所での活動が長時間に及ぶことが想定される場合には、

代理者等を選任します。 

ウ 運営部門 

運営部門は、主に、通信班、事務管理班及び受付誘導班に分かれます。 

（ア）通信班 

通信班は、情報収集、病院又は区市町村との連絡調整などを行います。 

特に、区市町村から、近隣地域の被害状況、周辺医療機関の状況、医療チームの確保

状況などを確認します。 

（イ）事務管理班 

事務管理班は、医療救護所で使用する消耗品や医療資器材等を確保します。 

（ただし、医薬品等の管理については、薬剤師班が行います。） 

（ウ）受付誘導班 

受付誘導班は、参集した医療チームを医療救護所の指揮者に案内すること、傷病者を

トリアージエリアや軽症処置エリアに誘導すること、その他来所者の移動の安全管理な

どを行います。 

エ 診療部門 

･･･医療救護所の統括

運営部門

医療救護所指揮者

通信班

事務管理班

受付誘導班

診療部門

トリアージ班

軽症処置班

中等症等処置班

歯科医療班

調剤・服薬指導班

搬送調整班

･･･医療救護所内で使用する消耗品、資器材等の確保

･･･情報収集、病院または区市町村との連絡調整

･･･トリアージエリアや軽症処置エリアへの傷病者の誘導

･･･多数傷病者へのトリアージ

･･･軽症者（慢性疾患等を含む）に対する治療

･･･中等症・重症者に対する応急処置
（避難所医療救護所では、搬送順位の決定を含む）

･･･歯科医療を要する傷病者に対する応急処置

･･･軽症者に対する調剤及び服薬指導、医薬品等の管理

･･･重症・中等症者の搬送調整
（避難所医療救護所は、搬送先医療機関と搬送手段の確保を含む）



 

資料８ 

- 41 - 

 

診療部門は、主に、トリアージ班、軽症処置班、中等症等処置班、歯科医療班、調剤・服

薬指導班及び搬送調整班に分かれます。 

（ア）トリアージ班 

医療救護所には、重症者、中等症者、軽症者などの傷病者が混在しています。 

このため、トリアージ班は、医療救護所の多数傷病者に対して、原則として医師を中

心に、歯科医師、薬剤師、看護師などの医療従事者が協力してトリアージ※を実施します。 

医療従事者は、トリアージ・タッグを記入し、１枚目（災害現場用）を切り離して、医

療救護所の受付票とします。 

なお、１回目のトリアージがなされた後であっても、時間の経過や傷病者等の状況を

確認し、必要に応じて２回目以降のトリアージを実施します。 

※トリアージの方法については、巻末資料（P194）や「トリアージハンドブック（東京都保健医療局

発行）」を参照してください。 

（イ）軽症処置班 

軽症処置班は、トリアージされた軽症者（負傷者だけでなく慢性疾患等を有する傷病

者を含みます）に対する治療を行います。 

なお、近接する病院の受診を希望する傷病者には、受診を控えるよう協力を求めます。 

（ウ）中等症等処置班 

中等症等処置班は、中等症者や重症者に対して応急処置を行います。 

また、病院から離れていて、搬送に時間を要するときは、重症者（最優先治療群）、次

に中等症者（待機的治療群）の順に応急処置を行い、搬送順位を決定します。 

なお、搬送までの待機中に中等症者と判定された傷病者の症状が悪化する場合がある

ので、バイタルサインや身体所見の変化に細心の注意が必要です。 

（エ）歯科医療班 

歯科医療班は、医療救護所の来所者に対して歯科医療・衛生指導を行い、特に歯科医

療を要する傷病者がいるときは、応急処置を行います。 

（オ）調剤・服薬指導班 

調剤・服薬指導班は、薬剤師班を中心に、医療救護所内に設置された調剤場所で、災

害用処方箋に基づいた調剤・服薬指導や医薬品等の管理、軽症者へのＯＴＣ医薬品の供

給などを行います。 

（カ）搬送調整班 

搬送調整班は、医療救護所で応急処置を受けた重症者や中等症者を近くの医療機関に

搬送します。また、病院から離れた医療救護所の場合は搬送先医療機関と搬送手段の確

保を行います。 

オ 情報連絡体制 

医療救護所の情報連絡体制及び報告内容（被害情報や活動状況など）については、区市

町村の定めによります。 

区市町村は、医療救護所の医療ニーズや運営状況を把握して、各所の運営に不均衡が生

じないように情報収集を行います。 

また、従事する医療チームの交代時にも、円滑に医療救護所が運営されるよう、活動報

告書の作成など、引継ぎの際のルールを明確にしておく必要があります。 
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（ア）医療救護所の設置・運営 

区市町村は、医療救護所を設置したことをＥＭＩＳに入力します。また、医療救護所

の運営状況を、１日１回程度の頻度で入力します。 

なお、緊急医療救護所はＥＭＩＳの医療機関前救護所に、避難所医療救護所はＥＭＩ

Ｓの避難所救護所に、それぞれ入力します。 

（イ）医療救護所の医療ニーズ 

医療救護所の指揮者は、医療救護所内の医療ニーズについて、区市町村災害医療コー

ディネーターに報告します。 

カ 周辺住民に対する周知 

区市町村は、避難所医療救護所を設置したことを、周辺住民に周知します。 

キ 医薬品等 

医療救護所の指揮者は、調剤・服薬指導班と連携して、医療救護所で必要な医薬品や医

療資器材などを確認し、不足が見込まれる場合には、区市町村の災害薬事センターに補給

を要請します。 

ク 閉鎖時期 

区市町村は、被災地内の医療機能や避難所の状況などから、区市町村災害医療コーディ

ネーターと協議の上、医療救護所の閉鎖を判断します。 

各医療チームが作成したトリアージタッグやカルテとして作成した災害時診療記録は、

多くの個人情報を含みます。医療救護所の施設運営者が、一括して保管するなど、あらか

じめ取扱いを明確にしておく必要があります。 

 

 

第 10 節 各論Ⅱ＜亜急性期～慢性期・中長期＞ 

１ 東京都の医療救護活動 

（１）亜急性期以降の医療救護活動（基本方針） 

ア 亜急性期における医療救護活動 

亜急性期は、ライフラインが徐々に復旧し、人的・物的支援の受入体制が確立されてい

る状況になります。このため、都内の災害医療体制は、都内全域の広域的な調整から区市

町村中心の体制へ移行し、医療救護班等の派遣調整も計画的に行われます。 

イ 慢性期における医療救護活動 

慢性期は、ライフラインがほぼ復旧して、地域の医療機関や薬局が徐々に再開している

状況ですが、避難生活が長期化しているため、慢性疾患治療や被災者等の健康管理を中心

に医療救護活動を行います。 

ウ 中長期以降における医療救護活動 

中長期以降は、地域の医療機能がほぼ回復し、医療救護所もほぼ閉鎖されます。この時

期の情報連絡体制は、地域医療等の状況を踏まえ、都が別に方針を示します。 

（２）都医療救護班等の活動 

都は、医療救護所の医療ニーズや設置状況を把握して、引き続き都医療救護班等を編成し、

区市町村から医療チームの派遣要請を受けたときは、計画的に医療チームを配分調整します。 

ア 都医療救護班 
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都医療救護班は、医療救護活動拠点等において区市町村が定める医療救護活動の方針等

を確認し、避難所医療救護所を中心に、医療救護活動を行います。 

イ 都歯科医療救護班 

都歯科医療救護班は、医療救護活動拠点等において区市町村が定める歯科医療救護活動

の方針等を確認し、医療救護所を中心に、歯科医療救護活動を行います。  

ウ 都薬剤師班 

都薬剤師班は、医療救護活動拠点等において区市町村が定める救護活動の方針等を確認

し、医療救護所及び医薬品の集積場所等を中心に、救護活動を行います。 

エ 都医療救護班等の派遣要請 

都医療救護班等の派遣要請は、第２節の区市町村の医療救護活動に記載します。 

（３）医療対策拠点閉鎖後の対応 

地域災害医療コーディネーターは、圏域内の区市町村と今後の医療救護体制などについて

調整を行います。その上で、都は、各二次保健医療圏の被災状況や支援状況等を考慮し、地

域災害医療コーディネーターの医学的な助言に基づいて、医療対策拠点を閉鎖します。 

ア 情報収集体制 

亜急性期以降は、各二次保健医療圏に設置する医療対策拠点を閉鎖するため、区市町村

災害対策本部と東京都災害対策本部が情報収集等を行います。 

区市町村は、医療救護活動拠点において医療救護所等の医療ニーズや活動状況を把握し

て、関係機関と情報共有を図るとともに、定期的に都に報告します。都は、必要に応じて

所管の地域災害医療コーディネーターに情報提供を行います。 

イ 医療チームの派遣 

都は、区市町村から都医療救護班などの医療チームの派遣要請を受けて、計画的に医療

チームを派遣します。 

ウ 地域災害医療コーディネーターと各機関との連携について 

医療対策拠点閉鎖後は、地域災害医療コーディネーターが中心となって地域災害医療連

携会議を定期的に開催し、医療対策拠点閉鎖後の対応や圏域内の活動方針について協議し

ます。また、地域災害医療コーディネーターは、圏域内の各機関や都の求めに応じ、医療

対策拠点閉鎖後も必要な支援や助言を行います。 

〔図 11：亜急性期以降の情報連絡体制〕 

 

区市町村災害対策本部

医療救護所
医療救護活動拠点

（区市町村災害医療コーディネーター）

東京都災害対策本部
（東京都災害医療コーディネーター）

地域災害医療コーディネーター

圏域内の連携体制の調整／専門的な助言

情報提供／専門的な助言
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２ 区市町村の医療救護活動 

区市町村は、医療救護活動拠点を引き続き設置して、区市町村災害医療コーディネーターを

中心に、医療救護所や在宅療養者の医療支援に関する調整・情報交換等を行います。  

※ 本節は、区市町村の標準的な取扱いについて記載していますが、各区市町村が定める

地域防災計画が優先されます。 

（１）情報連絡体制 

区市町村は、区市町村地域防災計画に基づいて、引き続き医療救護に必要な情報を集約し

ます。この時期は、避難所の医療ニーズに加え、慢性疾患、被災者や支援する職員等の健康

管理、公衆衛生的なニーズの把握が重要です。 

ア 避難所医療救護所→区市町村  

区市町村は、避難所医療救護所の医療ニーズや運営状況を把握して、各所の運営に不均

衡が生じないように調整します。 

避難所医療救護所の指揮者は、運営状況や医療ニーズについて、区市町村災害医療コー

ディネーターに報告します。 

イ 区市町村→都 

区市町村は、避難所医療救護所の状況について、定期的（１日１回程度）に、ＥＭＩＳ

に入力します。 

（２）医療救護活動の統括・調整 

亜急性期以降は、避難生活が長期化するため、医療ニーズも慢性疾患治療や被災者等の健

康管理が中心になります。 

区市町村は、避難所医療救護所や、医療救護班による避難所等への巡回診療により、被災

地域の住民に対して医療を提供します。 

ア フェーズに応じた対応 

（ア）亜急性期 

亜急性期以降は、状況に応じて、きめ細かい対応（例えば、午前は避難所医療救護所

での診療、午後は周辺地区の巡回等に切り替えるなど）を図ります。 

（イ）慢性期・中長期 

慢性期・中長期は、被災地内の医療機能が回復するため、避難所医療救護所を縮小し、

通常の地域医療体制へ段階的に移行します。 

イ 医療救護所の設置・運営 

区市町村は、必要に応じて、避難所医療救護所を引き続き設置します。 

ウ 医療救護活動拠点の運営 

区市町村は、医療救護活動拠点において、定期的にミーティングを開催し、区市町村災

害医療コーディネーターを中心に、医療救護活動の方針等ついて検討します。 

エ 地区医療救護班等の編成及び派遣 

区市町村は、引き続き、区市町村地域防災計画等に基づき、地区医師会、地区歯科医師

会及び地区薬剤師会に対して、医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班の編成・派遣を

要請します。 

亜急性期以降の医療救護活動は、長期的に行われるため、計画的に地区医療救護班等を

派遣します。 
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オ 医薬品・医療資器材 

医療救護班等が使用する医薬品・医療資器材は、区市町村が調達します。 

調達内容は、災害規模や状況等により異なりますが、亜急性期以降は、内科系、慢性疾

患、歯科疾患、精神科などを中心に準備します。 

カ 医療チームの派遣要請 

亜急性期以降は、各二次保健医療圏に設置する医療対策拠点が閉鎖されます。 

区市町村は、都に対して、必要に応じて、医療チームの派遣を要請します。 

また、区市町村災害医療コーディネーターの医学的な助言を踏まえながら、計画的に医

療チームを、医療救護所等に派遣します。 

〔図 12：医療チームの要請手続き- 都医療救護班の場合〕 

 

 

（３）地区医療救護班等の活動 

地区医療救護班等は、避難所医療救護所や巡回診療を行う施設において、医療救護活動を

行います。各班に想定される活動は、以下のとおりですが、状況により異なりますので、医

療救護活動拠点において、区市町村災害医療コーディネーターから、活動方針を確認します。 

ア 地区医療救護班 

地区医師会は、地区医療救護班を編成し、避難所医療救護所を中心に、区市町村が定め

る医療救護活動を行います。 

《主な活動内容》 

    ・ 避難所医療救護所又は巡回診療による医療の提供 

・ 被災者に対する健康相談等 

    ・ 避難所の衛生管理や防疫対策への協力 

    ・ 復旧する医療機関への引継ぎ 

イ 地区歯科医療救護班 

地区歯科医師会は、地区歯科医療救護班を編成し、避難所医療救護所を中心に、区市町

村が定める歯科医療救護活動を行います。 

特に、亜急性期以降は、区市町村、医療救護班等と連携し、被災住民の健康保持に不可

欠な歯科治療及び歯科保健指導などを実施します。 

《主な活動内容》 

・ 避難所医療救護所又は巡回診療による歯科医療の提供 

・ 被災者に対する歯科健康相談等 

・ 避難所の衛生管理や防疫対策への協力 

・ 復旧する歯科医療機関への引継ぎ 

ウ 地区薬剤師班 

地区薬剤師会は、薬剤師班を編成し、避難所医療救護所や医薬品の集積場所等を中心に、

区市町村が定める救護活動を行います。 

 ① 派遣要請  ② 編成・派遣要請

 ④ 配分決定  ③ 編成・派遣決定
 災害拠点病院

東　京　都
 東京都医師会
 東京都歯科医師会

　区市町村災害医療
　　　コーディネーター

都災害医療
　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

 東京都薬剤師会
 日本赤十字社東京都支部

区市町村
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《主な活動内容》 

・ 避難所医療救護所等における調剤及び服薬指導 

・ 避難所医療救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け・管理 

・ 避難所での一般用医薬品を活用した被災者の健康管理支援 

・ 避難所の衛生管理や防疫対策への協力 

     復旧する薬局への引継ぎ 

（４）医療救護所 

亜急性期以降は、ライフラインや地域の医療機能が徐々に回復します。また、慢性期以降

は、地域の医療機関や薬局等も徐々に再開することが見込まれます。 

このため、避難所医療救護所では、避難生活が長期化する被災者の健康管理等が中心にな

ります。 

ア 標準的な体制 

避難所医療救護所の体制は、区市町村が状況に応じて決定しますが、標準的な体制及び

機能は、下記のとおりです。 

 

〔図 13：避難所医療救護所の標準的な体制（亜急性期以降）〕 

 
 

イ 避難所医療救護所の指揮者の選任 

区市町村は、避難所医療救護所の運営が長期化することを想定して、地元医師会と協議

の上、計画的に避難所医療救護所の指揮者を選任します。 

この指揮者は、避難所医療救護所の活動を統括し、避難所と連携して、医療ニーズに応

じた医療救護活動を運営するほか、区市町村災害医療コーディネーター等との連絡調整、

医薬品・医療資器材等の確保を指揮します。 

ウ 運営部門 

運営部門は、区市町村との連絡調整、医療救護所で使用する消耗品や資器材の確保など

を行います。 

エ 診療部門 

診療部門では、医療救護班、歯科医療救護班、薬剤師班が連携して、それぞれの活動を

行います。 

（ア）医療救護班 

･･･避難所医療救護所の統括

運営部門

避難所医療救護所指揮者

診療部門

医療救護班

歯科医療救護班

薬剤師班

･･･区市町村との連絡調整、消耗品や資器材等の確保 など

･･･（多職種と連携を行いながら）

被災者の健康管理、有症状者等に対する応急手当 など

･･･（多職種と連携を行いながら）

被災者に対する歯科治療や歯科保健指導 など

･･･被災者に対する調剤及び服薬指導、医薬品等の管理 など
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避難所では、保健師を中心に避難者の健康管理が行われます。（状況に応じて、保健師、

管理栄養士等からなる保健活動班が編成されることがあります。） 

このため、医療救護班は、保健師（又は保健活動班）と連携して避難者の健康状態を

チェックし、有所見者・有症状者への応急手当を行います。 

また、災害時要支援者等の状況の確認への協力、集団の中で蔓延する可能性のある感

染症の早期発見及び予防指導、予防接種の実施等を行います。 

（イ）歯科医療救護班 

歯科医療救護班は、保健師（又は保健活動班）と連携して、被災者の健康保持に不可

欠な歯科治療及び歯科保健指導を実施します。 

亜急性期以降は、重症の口内炎や歯周炎の急発が多くなりますが、これらは、栄養状

態の悪化による抵抗力の減弱の結果であると考えられるので、歯科的な対応だけでなく、

医師の受診が必要となる可能性の高い要観察者として留意する必要があります。 

また、義歯の紛失や不適合による咀嚼障害や、避難所生活が長期化した場合の口臭の

問題などが、本人や周囲の大きなストレスになるため、適切に歯科保健指導や検診・予

防処置を行います。 

（ウ）薬剤師班 

薬剤師班は、被災者に対する調剤・服薬指導を行います。 

避難所医療救護所での調剤業務については、避難所医療救護所の指揮者と協議し、そ

の決定に従います。 

医師の診断・治療を必要としない傷病者には、薬剤師班がＯＴＣ医薬品を交付して、

医師の負担を軽減します。 

エ 情報連絡体制 

医療救護所の情報連絡体制及び報告内容（被害情報や活動状況）については、各区市町

村の定めによります。 

また、従事する医療チームの交代時にも、円滑に医療救護所が運営されるよう、活動報

告書の作成など、引継ぎの際のルールを明確にしておく必要があります。 

オ 診療記録の保管 

各医療チームが作成したトリアージタッグやカルテとして作成した災害時診療記録は、

多くの個人情報を含みます。医療救護所の施設運営者が、一括して保管するなど、あらか

じめ取扱いを明確にしておく必要があります。 

（５）医療救護活動拠点の閉鎖 

区市町村は、医療救護所の設置数や医療救護活動の状況等を考慮し、区市町村災害医療コ

ーディネーターの医学的な助言に基づいて、医療救護活動拠点を閉鎖します。 
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第２章 災害時歯科保健医療活動 

第１節 災害時歯科保健医療活動の基本的な考え方 

１ 第２章の位置付け 

（１）適用範囲 

医療救護ガイドラインにおける歯科保健医療活動は、歯科医療従事者や行政機関を対象に、

災害発生前と同程度の歯科医療機能に復旧するまでの期間の活動方針とします。 

（２）これまでの経緯 

第２章については、災害時医療救護活動ガイドラインの改定や、国の通知等を踏まえ、東

京都歯科保健対策推進協議会検討評価部会において、災害時における歯科保健医療活動につ

いて検討したものです。今後も引き続き、都内における災害時歯科保健医療活動については、

必要に応じて見直しを行っていきます。 

 

２ 自治体の責務 

近年、切迫する大規模地震や激甚化する風水害等に対して、都や区市町村は、都民の生命、

身体等を災害から保護するため、災害を未然に防止するとともに、災害発生時には、被害の

拡大を防ぎ、災害からの復旧を図ることを責務としています。そのため、それぞれの責務の

もと、歯科医師会や歯科衛生士会、大学歯学部等の関係団体との適切な役割分担や相互の連

携協力を図りながら、その職責を果たしていくことが求められます。 

 

３ 災害時歯科保健医療の必要性 

災害時における生命や身体に関わる被害として、住宅火災や建物の倒壊、河川の氾濫、土

砂崩れ等に伴う身体への直接的なダメージによる負傷や死亡に加えて、避難生活の長期化に

伴う身体的活動の低下による生活不活発病の発症等があります。 

また、避難生活において被災者は、水や口腔衛生用品の不足等により定期的に口腔ケアを

行うことが難しく、口腔衛生状態の悪化を招きやすくなる結果、災害関連死の約３割を占め

ると言われる呼吸器疾患のリスクが高まります。特に高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児等の

要配慮者（以下「要配慮者」という。）は、災害時における日常生活の変化や住環境の悪化等

の影響を受けやすく、身体的・精神的な健康面での課題が顕在化しやすくなります。 

〔図 14：災害関連死における呼吸器疾患の割合〕 
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さらに、発災直後の食生活は、菓子パンや菓子類のほか、おにぎりやカップ麺など、糖

類を多く含んだ食品や栄養バランスが炭水化物や脂質に偏り、たんぱく質や食物繊維、ビ

タミン等が不足した食事になりがちです。そのため、子供ではう蝕の発生が、成人では歯

周病や高齢者ではフレイルやサルコペニアの発症、悪化等が懸念されます。 

    都や区市町村は、関係団体と連携し、歯科医師や歯科衛生士、歯科技工士等を中心とす

る歯科医療救護班を早期に編成するとともに、避難所や福祉避難所、医療救護所等におい

て、医師や医療職、介護職、栄養士等の多職種と連携して、迅速かつ効果的に歯科保健医

療活動を行うことで、「防ぎえた災害死」（災害関連死）と二次的な健康被害を最小限に抑

えることが求められます。 

    なお、ここで求められる歯科保健医療活動には、歯科治療や口腔ケアの実施だけではな

く、厳しい環境・限られた条件の中で、しっかりと食事をして、必要な栄養を摂取するた

めの「食べる」支援も重要になります。 

 

  〔図 15：災害時における誤嚥性肺炎の発症に係る主な原因〕 

 

   出典：災害時に誤嚥性肺炎が発症しやすくなる理由（平成 31 年度～令和 4 年度科学研究費助成事業（学

術研究助成基金助成金）災害時要配慮者に対する多職種が連携した「食べる支援」体制の構築） 

 

第２節 災害時歯科保健医療活動とは 

１ 災害時の歯科の役割 

災害時において歯科が担う役割としては、「医療救護活動ガイドライン」（令和５年３月改定）

で示されている医療救護活動としての「歯科保健医療活動」と、身元が不明とされる遺体の「身

元確認作業」があります。 

このうち、歯科保健医療活動は、応急歯科診療と口腔健康管理の２つに大きく分けられます。

災害時には、歯科医療機関は通常通りの運営ができないため、地域の歯科医療提供体制が普及

するまでの間、歯科保健医療活動により、被災地域で生活する都民の歯と口の健康管理を適切

に行う必要があります。 
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 〔図 16：災害時の歯科の役割〕 

  

出典：災害時に誤嚥性肺炎が発症しやすくなる理由（平成 31 年度～令和 4 年度科学研究費助成事業

（学術研究助成基金助成金）災害時要配慮者に対する多職種が連携した「食べる支援」体制の構築） 

２ 応急歯科診療の概要 

応急歯科診療は、歯科医師による口腔内の外傷に対する処置や、義歯の修理・調整、う蝕や

歯周病の悪化に対する処置などです。主な活動拠点は、医療救護所で、活動フェーズは地域の

歯科診療所が復旧し始めるまでが中心です。医療救護所には、区市町村が選任した指揮者が配

置されるため、その指示に従って応急歯科診療を実施します。医療救護所には、重症者や中等

症者、軽症者などの傷病者が混在しているため、医師を中心に、歯科医師、薬剤師、看護師等

の医療従事者が連携、協力してトリアージを行います。また、「食べる」機能の支援として、義

歯を紛失したり、不具合を起こしていたりする方への即時義歯の製作や義歯の調整等を行いま

す。 

なお、医療救護所においては、歯科医療救護班による身元確認作業に際しての法歯学上の協

力※については、「災害時の歯科医療救護活動における身元確認班（歯科医師班）研修テキスト」

によります。 

※ 身元不明の遺体が多数発生した場合、警視庁からの協力要請に基づき、身元確認班（歯科医師班）

を編成し、区市町村が設置する遺体収容所において、警視庁の検視責任者の指示により身元確認作

業を行います。 

 

３ 口腔健康管理の概要 

口腔健康管理は、歯科衛生士等による口腔ケアや歯みがき指導、歯科相談の実施などであり、

主な活動拠点は避難所です。大規模災害では、多くの避難者が居住地域で指定された避難所に

集まることにより密集した状態となるため、健康な方から要配慮者など、個々人に応じた多様

な保健ニーズが生じることになります。歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士等の歯科医療従事

者は、都や区市町村の要請に基づいて歯科医療救護班を編成した上で、避難所の運営責任者や

避難者等からの聞き取りなどにより、歯科保健ニーズを把握することで、口腔健康管理や口腔

衛生用品の配布などの歯科保健活動を行います。 

また、「食べる」支援として、摂食嚥下機能の維持・改善のための運動や口腔ケア、災害食の

食べやすい形状への加工や水分補給の必要性の周知等を行います。 
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〔表 25：災害時における歯科医療救護活動〕 
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第３節 JDAT（Japan Dental Alliance Team：日本災害歯科支援チーム） 

１ 概要 

JDAT（日本災害歯科支援チーム）について、JDAT 活動要領では、「災害発生後概ね 72 時間

以降に、地域歯科保健医療専門職により行われる、緊急災害歯科医療や避難所等における口腔

衛生を中心とした公衆衛生活動を支援することを通じて、被災者の健康を守り、地域歯科医療

の復旧を支援すること等を目的としている」とされており、令和 4 年 3 月 2 日に日本災害歯科

保健医療連絡協議会により創設されました。 

また、「大規模災害時には、公益社団法人日本歯科医師会（以下「日本歯科医師会」という。）

が基幹事務局となり組織する日本災害歯科保健医療連絡

協議会（以下「連絡協議会」という。）として、被災地域の

都道府県の派遣要請を踏まえた厚生労働省からの要請に

基づき JDAT を派遣し、被災地域に人的支援や物資の支

援等を行う」こととされています。 

さらに、「JDAT は支援チームとして構成するが、災害

発生後に整備するものではなく、平時に地域ごとに研修を

行い、その体制を整備する。それとともに、それぞれの地域における災害対策に参画し、積極

的に防災訓練などに参加する。災害発生時には、それぞれの地域における被災状況を収集し、

その情報を都道府県歯科医師会などの災害歯科対策本部、または日本歯科医師会及び連絡協議

会の災害対策本部へと繋ぎ、かつ必要時は他都道府県からの支援チームの派遣要請を提言」す

ることとされています。 

なお、JDAT の派遣については、都道府県の保健医療福祉調整本部（詳細は第４節の１参照）

や、都道府県が任命した災害医療コーディネーターと連携し、調整します。派遣される歯科医

師や歯科衛生士は、災害時における歯科支援チームであることを明確化するため、統一したビ

ブスを着用しています。また、派遣される JDAT は都道府県ごとに組織され、「JDAT○○（都

道府県名）」と呼ばれます。 

令和 6 年能登半島地震では、JDAT として発足後初めて被災地域への派遣が行われました。 

※ JDAT 活動要領（公益社団法人日本歯科医師会、日本災害歯科保健医療連絡協議会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 1 月 1 日に発生した令和 6 年能登半島地震では、1 月 7 日から 4 月 28 日にか

けて、JDAT が初めて被災地域等に派遣されました。全部で 364 チームが派遣され、そのう

ち 236 チームが、石川県歯科医師会から派遣されています。東京都歯科医師会からは、2 月

に 2 チームが派遣され、避難所等で歯科保健医療活動を行っています。 

 

 チーム数 人数 
職種の内訳 

歯科医師 歯科衛生士 歯科技工士 事務職 その他 

計 364 1,322 805 457 12 45 3 

出典：日本歯科医師会 令和 6 年能登半島地震の状況について【第 18 報】 

（https://www.jda.or.jp/jda/release/detail_254.html） 

令和 6 年能登半島地震での JDAT の派遣 

〔図 17：JDAT ロゴマーク〕 
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〔図 18：災害時の歯科対応・歯科支援チームと役割の推移〕 

 
出典：JDAT 活動要領 

２ JDAT の養成 

厚生労働省は、平成 30 年度より「災害歯科保健医療チーム養成支援事業」として、今後起こ

り得る大規模災害に備え、円滑な災害歯科保健医療の展開を図るため、災害時に関係機関や関

係団体と適確かつ迅速に対応できる者を各都道府県に配置することを目的として、日本歯科医

師会への補助事業により、「JDAT 標準研修会」を実施しています。 

対象者は、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、行政職従事者、一般社団法人日本歯科商工

協会加盟企業従事者、歯科医師会等の団体の職員などです。 

令和 2 年度からは、「JDAT 標準研修会」の受講者を対象に、災害時においてコーディネータ

ーとして活動できる人材を育成することを目的として、「JDAT アドバンス研修会」を実施して

います。研修会の受講修了者には修了証が発行されるとともに、同意した者については、日本

歯科医師会ホームページの修了者名簿に掲載される等、JDAT 活動の中心的な役割を担うこと

が期待されています。 

なお、日本災害歯科保健医療連絡協議会は、全都道府県で JDAT を編成することを求めてお

り、「JDAT 標準研修会」は、都道府県歯科医師会で実施することを推奨しています。このため、

東京都歯科医師会は、令和 6 年度から「JDAT 標準研修会」を実施しています。 

 

３ 災害時歯科保健医療活動に関する学習 

災害時に、迅速に歯科保健医療活動を行うためには、適用される法律や制度、組織について、

事前に学習しておくことが必要です。 

「災害時歯科保健医療 e ラーニング」は、「JDAT 標準研修会」の参加者に対して、事前学習

教材として、日本歯科医師会が作成したもので、基礎編と標準編があります。基礎編は 2 時間

30 分程度で、災害時の歯科保健医療活動の概要から活動の実際までを網羅した内容となってい

ます。標準編は 1 時間程度で、厚生労働省、自衛隊、警察、日本医師会などが行う活動に関す

差替予定 
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る内容となっています。必要事項を登録することで、研修会の参加者以外の方も e ラーニング

を受講し、修了することができます。 

また、日本歯科医師会・災害歯科保健医療連絡協議会が編集している「災害歯科保健医療標

準テキスト（第 2 版）」の内容に沿ってｅラーニングは作成されており、災害時の歯科保健医療

活動に必要な情報や知識を習得できます。 

 

 

第４節 都の災害時の連携体制における JDAT の派遣調整 

１ 保健医療福祉調整本部の設置 

都は、大規模災害が発生した場合には、速やかに災害対策本部の下に、災害対策に係る保健

医療福祉活動を総合調整するための本部である保健医療福祉調整本部を本庁に設置します。当

該本部では、これまで都道府県の担当課が担っていた災害時健康管理支援チーム（DHEAT）や

保健師チーム、JDAT 等の保健医療活動チームの派遣調整や保健医療福祉活動に係る情報の連

携、情報の整理及び分析等の総合調整を行います。 

※令和 4 年７月 22 日付国通知「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について」 

 

２ 保健医療福祉調整本部及び保健所が担う機能 

（１）保健医療活動チームの派遣調整 

災害発生時において保健医療福祉調整本部では、保健医療活動チームに対し、保健医療活

動に係る指揮又は連絡を行うとともに、当該保健医療活動チームの保健所への派遣の調整を

行います。一方、保健所では、保健医療福祉調整本部から派遣された保健医療活動チームに

対し、（都保健所の場合は市町村と連携して、）保健医療活動に係る指揮又は連絡を行うとと

もに、当該保健医療活動チームの避難所等への派遣調整を行います。 

（２）保健医療福祉活動に関する情報連携 

保健医療福祉調整本部及び保健所は、保健医療活動チームに対し、適宜、活動内容や収集

した被害状況、保健医療福祉ニーズ等を報告するよう求めます。また、避難所等での保健医

療活動の記録及び報告のための統一的な様式を示すことにより、各災害医療チーム間での診

療情報や収集した情報の集約・引継ぎが円滑にできるよう、項目や内容の統一化を図ります。 

（３）保健医療福祉活動に係る情報の整理及び分析 

保健所は、今後実施すべき災害時の保健医療福祉活動を把握するため、（都保健所の場合は

市町村と連携して、）２（２）により収集した保健医療活動チームの活動の内容及び被害状況、

保健医療福祉ニーズ等の整理及び分析を行います。保健医療福祉調整本部は、各保健所が整

理及び分析した情報の取りまとめを行い、保健医療福祉活動の総合調整に活用します。 

 

なお、JDAT の派遣に関する調整体制について、国（厚生労働省歯科保健課）、都道府県（保健

医療福祉調整本部、保健所）、区市町村（避難所）、歯科医師会（日本歯科医師会、都道府県歯科医

師会）などとの関係性は、JDAT 実施要領に示されており、以下の図のようになっています。JDAT

を含む各種支援チームは、この体制下において、区市町村の災害対策本部や避難所等と連携しな

がら、支援活動を行います。JDAT についても、保健医療福祉調整本部において、各区市町村や保

健所から寄せられる避難所・医療救護所等の情報を基に、東京都歯科医師会とは派遣調整を行い
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ます。 

〔図 19：大規模災害時の歯科保健医療活動時の人的支援調整体制〕 

出典：JDAT 活動要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

平成 28 年熊本地震では、4 月 16 日の本震直後から DMAT 以外にも熊本県外から多く

の支援チームが続々と被災地に集結し、それぞれが独自の活動を始めていたことから、熊

本県阿蘇保健所は情報の整理が出来ず、混乱した状況でした。 

このため、阿蘇地区の DMAT 活動拠点本部長の呼びかけにより、支援と受援を調整する

機関として、発災 4 日目の 4 月 20 日に「阿蘇地区保健医療復興連絡会議（ADRO：Aso 

Disaster Recovery Organization）」を立ち上げています。ADRO の立ち上げ後は、被災者支

援に携わる全ての関係者が ADRO の構成団体となり、阿蘇保健所管内一体となって二次的

健康被害の予防に努めています。 

ADRO 設置要綱では、組織構成の長を保健所長とし、ADRO 事務局は DMAT ロジスティ

ックチーム及び集団災害医学会コーディネートサポートチームを中心とした体制として

います。被災地の情報収集とニーズ分析、熊本県外からの支援チームの受け入れ・調整を

行うには、事務局には、災害に関する専門性が高く、多くの経験と訓練を積み、機動力と

組織力を持つ外部チームによる支援が必要であることが報告されています。 

また、ADRO から被災市町村にリエゾンを置き、市町村の保健師等を補佐する形で現場

での指揮調整と情報収集も行われています。発災直後から、熊本県外から来た支援チーム

の対応に追われていた市町村の保健師等にとって、このリエゾンは必要な存在であったと

報告されています。 

阿蘇保健所管内での ADRO の活動を受け、保健医療福祉関係者の中で、大規模災害時に

支援と受援の調整を行う体制整備の必要性が認識されたことが、国通知「大規模災害時の

保健医療福祉活動に係る体制の整備について」の発出に繋がっています。 

参考文献：全国保健所長会 熊本地震における支援・受援活動について 

（https://www.phcd.jp/02/soukai/pdf/soukai_2016_tmp11.pdf） 

阿蘇地区保健医療復興連絡会議（ADRO） 
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第５節 歯科医療救護班及び JDAT の活動 

１ 歯科医療救護班及び JDAT の役割 

災害時の歯科保健医療活動について、多数の傷病者が発生した場合や、歯科診療所が被災し

たことにより、地域での歯科診療に対応できなくなった場合には、区市町村は、避難所等に医

療救護所を設置し、歯科医療救護班や JDAT による活動を行います。 

歯科医療救護班及び JDAT に求められる役割は、歯科保健指導、避難所等住民の歯科保健医

療ニーズ等の情報収集・集約、応急歯科診療です。 

２ フェーズによる活動内容 

（１）発災直後から超急性期・急性期 

超急性期、急性期までは、優先的に外傷治療及び救命救急ニーズに対応する必要がありま

す。各機関が連絡できる範囲が限定される一方、都や区市町村が定める統一的な活動方針を

踏まえて、各機関が連携して医療救護活動を行う必要があるなど、平常時とは異なる対応が

求められます。 

また、災害関連死において高い割合を占める誤嚥性肺炎などの呼吸器疾患は、発災後早期

からその発症や死亡も増えると言われており、特に要配慮者については、保健師や栄養士等

の多職種と連携して、早い時期からその所在や状況等を把握し、口腔ケアや摂食嚥下機能支

援、栄養指導等の管理に努めることが重要です。 

ア 区市町村 

区市町村は、地区歯科医師会との協定に基づき、地区歯科医師会に対して地区歯科医療

救護班の編成・派遣を要請します。 

なお、協定において一定の条件で地区歯科医療救護班の自動参集が定められている場合

は除きます。 

イ 地区歯科医師会 

地区歯科医師会は、概ね震度 6 弱以上の地震が発生した場合に、速やかに災害対策本部

を設置し、区市町村と連携して、最新の被害状況を把握するとともに、地区歯科医療救護

班の派遣要請に対応できるように体制を整えます。また、あらかじめ定めた緊急連絡網な

どにより、会員への指示伝達を行い、地区歯科医療救護班を編成し、参集場所に派遣しま

す。その際、交代要員も含めて、必要な班数を確保します。 

超急性期・急性期は、口腔外科領域の傷病が多く生じる可能性があることから、班編成

にあたり、口腔外科処置の経験を多く有する歯科医師を班員に入れることを考慮します。 

なお、協定等において一定の条件で歯科医療救護班の自動参集が定められている場合は、

あらかじめ定められている参集場所に参集します。 

また、被災地の歯科診療所は、区市町村が定める医療救護活動方針に協力します。 

ウ 地区歯科医療救護班 

地区歯科医療救護班の班員は、指定された場所、又はあらかじめ決められた場所に参集

します。原則として、移動手段は自ら確保しますが、移動手段の確保が困難な場合は、区

市町村に対し移動手段の確保を要請します。 

なお、地区歯科医療救護班は、主に医療救護所において、区市町村によって地区医師会

等の中から選任された指揮者の指示に基づき、歯科医療を要する傷病者に対する応急歯科

治療等を行います。 
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また、歯科医師等は、区市町村との協定に基づき、トリアージ※に協力します。 
※災害発生時などに多数の傷病者が発生した場合に、傷病の緊急度や重症度に応じて治療優先度を決める
ことです。災害時の医療救護に当たっては、現存する限られた医療スタッフや医薬品等の医療機能を最
大限に活用して、可能な限り多数の傷病者の治療にあたることが必要です。 
「トリアージハンドブック」（平成 25 年 11 月福祉保健局発行） 

URL http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/triage.html 

エ 東京都 

都は、二次保健医療圏に設置された医療対策拠点から派遣要請を受けた時、又は都が必

要と判断した時は、区市町村の歯科保健医療活動を応援・補完する立場から、東京都歯科

医師会に対し、都歯科医療救護班の派遣を要請します。 

オ 東京都歯科医師会 

東京都歯科医師会は、自らが定めた行動計画に基づき、東京都歯科医師会災害対策本部

を設置し、まずは、会員や職員の安否を確認し、歯科診療所の被害状況の把握に努めます。 

都から都歯科医療救護班の派遣要請を受けた後、東京都歯科衛生士会や東京都歯科技工

士会等と協力して都歯科医療救護班を編成し、指定の場所に派遣します。その際、交代要

員も含めて必要な班数を確保します。 

カ 都歯科医療救護班 

都歯科医療救護班は、参集場所において、地域災害医療コーディネーター、区市町村災

害医療コーディネーターなどが決定した活動方針を確認し、主に医療救護所で、歯科医療

を要する傷病者に対する応急歯科治療や歯科保健指導を行い、トリアージへの協力などを

行います。 

医療救護所では、区市町村によって地区医師会等から選任された指揮者の指示に基づき、

地区歯科医療救護班と連携して歯科保健医療活動を行います。 

〔表 26：都歯科医療救護班の編成〕 

 

 

 

 

キ JDAT（他道府県等からの派遣） 

JDAT の派遣要請や活動内容は、都歯科医療救護班の派遣等を準用します。JDAT は、

都が国を通じて、他道府県、大学歯学部等へ協力を要請します。 

 

なお、要配慮者については、早期から歯科衛生対策や災害関連疾病予防対策の必要性が高ま

ってくるため、必要に応じて、応急歯科治療と並行して、歯科保健指導や口腔ケアを実施しま

す。障害者歯科医療や高齢者歯科医療、摂食嚥下機能支援などの知識や経験を有する歯科医師

や歯科衛生士を歯科医療救護班の班員に入れることも考慮します。 

（２）亜急性期及び慢性期以降 

亜急性期は、ライフラインが徐々に復旧し、人的・物的支援の受入体制が確立されている

状況になります。このため、都内の災害医療体制は、都内全域の広域的な調整から区市町村

中心の体制へ移行し、医療救護班等の派遣調整も計画的に行われます。 

また、慢性期は、ライフラインがほぼ復旧して、地域の医療機関や薬局が徐々に再開して

いる状況ですが、避難生活が長期化しているため、慢性疾患治療や被災者等の健康管理を中

班数 歯科医師
歯科衛生士
歯科技工士

その他

東京都歯科医師会 110 1 1 1
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心に歯科保健医療活動を行います。 

亜急性期以降は、都は、地域災害医療コーディネーターの医学的な助言に基づいて、医療

対策拠点を閉鎖します。また、これ以降は避難生活が長期化するため、慢性疾患への対応や

被災者に対する健康管理、公衆衛生的な歯科保健医療ニーズに対応する必要があります。特

に、被災者が仮設住宅や災害公営住宅等へ移り、生活環境が落ち着き始める時期においては、

介護度の高い要配慮者等に対する見回り指導を行うなど、引き続き、災害関連死の防止に努

めることが重要です。 

ア 区市町村 

区市町村は、避難所医療救護所や、医療救護班による避難所等への巡回診療により、被

災地域の住民に対応して医療を提供します。 

必要に応じて、地区歯科医師会に対して、歯科医療救護班の編成・派遣を要請します。

地区歯科医師会で対応が困難な場合には、都に対して都歯科医療救護班の派遣を要請しま

す。 

慢性期・中長期は、被災地内の医療機能が回復するため、避難所医療救護所を縮小し、

通常の地域医療体制へ段階的に移行します。 

イ 地区歯科医師会 

地区歯科医師会は、引き続き区市町村から地区歯科医療救護班の編成要請があった場合

は、編成・派遣します。 

また、被災地の歯科診療所は、ライフラインが復旧し、自院による歯科診療が可能にな

ってきたら、速やかに自院での診療を開始します。 

ウ 地区歯科医療救護班  

地区歯科医療救護班は、避難所医療救護所を中心に、区市町村が定める歯科医療救護活

動を行います。 

特に亜急性期以降は、区市町村、医療救護班、保健師（又は保健活動班）等と連携し、被

災住民の健康保持に不可欠な歯科治療や歯科保健指導などを実施します。 

長期化した避難生活に伴うニーズに対応するため、必要に応じて巡回による歯科診療や

口腔ケアを提供します。その際、歯科衛生士を中心とした巡回活動が行える班編成を取る

ことなどを考慮しておきます。 

《主な活動内容》 

・避難所医療救護所又は巡回診療による歯科医療の提供 

・被災者に対する歯科健康相談等 

・避難所の衛生管理や防疫対策への協力 

・復旧する歯科医療機関への引継 

エ 東京都 

都は、東京都歯科医師会と連携して、都歯科医療救護班や区市町村が収集した被害状況

及び都内歯科診療所復旧状況を把握します。 

区市町村から JDAT の派遣要請を受けたときは、計画的に JDAT を配分調整します。ま

た、診療再開が困難な歯科診療所が多く、慢性期以降も地域の歯科医療提供体制を確保で

きない区市町村がある場合は、東京都歯科医師会と連携して、歯科診療車等による巡回診

療の実施についても検討します。 
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オ 都歯科医療救護班 

医療救護活動拠点等において区市町村が定める医療救護活動の方針を確認し、避難所医

療救護所を中心に、歯科保健医療活動を行います。活動に際しては、事前に「災害時歯科

保健医療支援アクションカード」の内容を確認します。 

※ 災害時歯科保健医療支援アクションカード 

https://www.jda.or.jp/dentist/disaster/pdf/actioncard-202111.pdf 

https://www.jda.or.jp/dentist/disaster/pdf/actioncard-201502.pdf 

カ JDAT（他道府県からの派遣） 

JDAT は、地区歯科医療救護班、都歯科医療救護班とともに活動します。 

 

 

第６節 情報の収集・集約 

１ 情報の収集・集約の必要性 

歯科医療提供体制の状況と被災者の歯科保健医療ニーズを把握することは、歯科保健医療

活動の方針決定及び派遣体制の検討において非常に重要です。特に、避難所や福祉避難所に

おける情報収集及び集約は、亜急性期以降の歯科保健医療活動において不可欠です。歯科保

健医療ニーズの把握に必要な事項は、参考様式 1（「施設・避難所等 歯科口腔保健 ラピッド

アセスメント票（集団・迅速）日本歯科医師会統一版」）に示します。 

なお、区市町村地域防災計画等において様式を定める場合は、それを優先します。 

 

〔図 20：歯科医療救護活動における連携体制〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 発災時から超急性期・急性期までの情報収集・集約 

東京都

東京都災害対策本部

福祉保健局

東京都災害医療
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東京都歯科医師会災害対策本部

区市町村

区市町村災害対策本部

医療救護活動拠点

区市町村災害医療

コーディネーター

二次保健医療圏医療対策拠点

地域災害医療

コーディネーター

医療救護所等

地区歯科医師会災害対策本部

情報連絡

都歯科医療救護班

地区歯科医療救護班

派遣

要請・決定

情報連絡

地区歯科医師会

情

報

連

絡
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要請・決定
情報連絡

歯科医療救護活動

協定

協定

東京都歯科衛生士会

東京都歯科技工士会協力

派遣

要請・決定

差替予定 
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（１）区市町村 

区市町村は、地区歯科医師会等から収集した人的被害や歯科診療所の被害状況、活動状況

等を把握し、医療対策拠点に報告します。 

区市町村は、医療対策拠点に対して様式 1「医療派遣チーム編成・派遣要請書兼決定書」に

より、歯科医療チームの派遣を要請します。 

（２）地区歯科医師会 

地区歯科医師会は、予め定められた緊急連絡網などにより、会員の安否確認をするととも

に、歯科診療所の被害状況、活動状況等を区市町村や都歯科医師会等に報告します。また、

区市町村から派遣要請を受けた際には会員へ指示伝達を行い、地区歯科医療救護班を参集場

所に派遣します。 

区市町村災害医療コーディネーターと緊密な連携の下、地域の歯科診療所の人的・物的被

害状況を集約し、地区歯科医療救護班の編成状況を区市町村及び東京都歯科医師会に報告す

るとともに、医療救護所の設置や運営等に協力します。 

（３）東京都 

都は、区市町村や東京都歯科医師会等の関係機関や団体などと連携し、歯科診療所の被害

状況や活動状況等を収集し、共有（フィードバック）します。 

医療対策拠点から、歯科医療救護班の派遣要請を受けた時、又は都が必要と判断した時は、

「医療派遣チーム編成・派遣要請書兼決定書」により、東京都歯科医師会に対し、都歯科医

療救護班の編成・派遣を要請します。 

都は、都歯科医師会から様式 2「医療チーム編成、参集報告書」による回答を受けて、都歯

科医療救護班の配分を決定し、医療対策拠点に「医療派遣チーム編成・派遣要請書兼決定書」

及び「医療チーム編成、参集報告書」を送付します。  

（４）東京都歯科医師会 

東京都歯科医師会は、各地区歯科医師会から収集した情報を整理し、都と情報を共有しま

す。各地区歯科医師会に対し、情報提供するとともに、被災地区の歯科医師会の連絡を受け、

状況を把握します。被災地区以外の地区歯科医師会に対し、被災地への歯科医療救護班の編

成派遣について調整します。 

都から、都歯科医療救護班の編成・派遣要請があった時には、「医療チーム編成、参集報告

書」により回答します。 

（５）歯科医療救護班 

応急歯科治療等の活動と併せて、歯科保健医療ニーズの把握のため、情報収集を行い、区

市町村に報告します。 
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３ 亜急性期以降の情報収集・集約 

（１）区市町村 

区市町村は、区市町村地域防災計画に基づいて、引き続き医療救護に必要な情報を集約し、

都に対し、地域の歯科診療所の復旧状況を報告するとともに、必要に応じて、さらに JDAT

等の派遣を要請します。この時期は、避難所医療救護所の歯科保健医療ニーズに加え、慢性

疾患、被災者等の健康管理、公衆衛生的な歯科保健ニーズの把握が重要です。 

（２）東京都 

亜急性期以降は、二次保健医療圏に設置する医療対策拠点を閉鎖するため、都は、区市町

村から、医療救護所等の歯科保健医療ニーズや活動状況の報告を受けます。 

（３）東京都歯科医師会 

東京都歯科医師会は、収集した情報を都と共有し、体制等の情報集約・調整に協力します。

また、都内歯科診療所の復旧状況について定時的に情報収集を行います。 

（４）歯科医療救護班及び JDAT 

歯科医療救護班及び JDAT は、避難所医療救護所における歯科保健医療ニーズや避難所、

福祉避難所の歯科保健医療ニーズを把握し、区市町村に報告します。その際、参考様式 1（「施

設・避難所等 歯科口腔保健 ラピッドアセスメント票（集団・迅速）日本歯科医師会統一版」）

などを活用し、避難所ごとの情報収集に努めます。 

 

≪災害対策基本法≫ 

 国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的と

しています。防災に関する国、都道府県、市町村、指定公共機関等の責務を明確化し、防災に関する計画の作

成・実施、相互協力等が規定されています。 

 都道府県や区市町村の取組として、地方防災会議や災害対策本部の設置、地域防災計画の整備などが挙

げられています。 

 

≪災害救助法≫ 

 国が地方公共団体等や国民と協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を

図ることを目的としています。 

 災害救助法に基づく救助は、被災者が現に応急的救助を必要とする場合に行われるものであり、医療も含まれ

ます。救助の実施に当たっては、救助ごとに帳票の作成が義務付けられています。災害直後における当面の応急

措置及び災害救助費国庫負担金の精算事務に必要となるため、各救助種目の救助実施状況を、日ごとに記

録、整理し、知事に報告をする必要があります。 

参考：「東京都地域防災計画」P561 
 
 
 
 

災害対策基本法と災害救助法 

区市町村地域防災計画

区市町村
災害対策

本部

地区歯科医
療救護班

東京都地域防災計画

都災害対策
本部

都歯科医療救
護班

歯科医療救護活動

災害対策基本法

災害救助法
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第７節 歯科医療活動 

１ 発災時から超急性期・急性期までの基本的な対応方針 

発災時から超急性期は、区市町村の要請に応じて、地区歯科医療救護班は、歯科医療を要す

る傷病者に対する応急歯科診療などを行います。 

発災時から超急性期に、歯科的応急処置が必要な傷病として、顎骨骨折、歯の破折・脱臼、

口腔粘膜裂傷等が挙げられますが、著しい血管損傷等を伴わない場合、トリアージタグ（表 27

参照）は黄、又は緑になると想定されます。区市町村災害医療コーディネーターと緊密な連携

の下、有限な資器材を有効活用しながら応急処置を行います。 

口腔外科で緊急手術を行うなど、災害拠点病院等に搬送する必要がある傷病者は、医療搬送

要請書兼決定書により、搬送手段を確保し、搬送します。搬送は、原則として災害現場から医

療救護所等までは区市町村が対応し、医療機関又は医療救護所から災害拠点病院等病院までは、

区市町村及び都が対応します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○ 歯科医療救護班要員の確保等 

・都は、東京都歯科医師会等からの申し出に基づき、災害時医療救護従事者を、事前登録しています。 

・東京都歯科医師会は、各地区歯科医師会、東京都歯科衛生士会及び東京都技工士会などとの協力 

を得て、あらかじめ歯科医療救護班要員を確保するようにします。 

・各地区歯科医師会は、各区市町村と協議のうえ、災害時の歯科医療救護が円滑に実施できるよう、必

要な協定を締結するなど、準備をしておくようにします。 

・東京都歯科医師会及び各地区歯科医師会は、災害発生時に会員の被災状況の把握や歯科医療救

護班要員参集のため、連絡体制を整備しておきます。また、区市町村の地域防災計画や協定に基づく会

や会員の行動マニュアルを作成し、会員に周知しておきます。 

 

○ 防災訓練の実施 

・災害発生時に、円滑な歯科医療救護活動を行うために、計画的に歯科医療救護に係る防災訓練を実 

施します。その際、地区歯科医師会は、区市町村などと緊密な連携を図り、より実践的な内容となるよう

努めます。 

平常時からの準備等 
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〔表 27：トリアージカテゴリー〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（トリアージハンドブック（平成 30 年 1 月福祉保健局発行）より引用） 

 

２ 亜急性期以降の基本的な対応方針 

亜急性期以降は、避難生活が長期化するため、歯科保健医療ニーズも慢性疾患治療や被災者

等の健康管理が中心となります。状況に応じて、きめ細かい対応（例えば、午前は避難所医療

救護所での診療、午後は周辺地区の避難所の巡回等に切り替えるなど）を図ります。 

歯科医療救護班及び JDAT は、保健師（又は保健活動班）や栄養士（又は JDA-DAT）など

多職種と連携して、被災者の健康保持に必要な歯科治療や歯科保健指導を実施します。活動に

おいては、以下の点に留意します。 

（１）要配慮者に対する口腔ケアの実施及び普及啓発 

（２）義歯の紛失や不適合による咀嚼・嚥下障害 

（３）摂食嚥下機能の低下が認められる者については、特に他の医療職と連携して対応 

亜急性期以降は、重症の口内炎や歯周病の急発が多くなりますが、これらは栄養状態の悪化

による抵抗力の減弱の結果であると考えられるので、歯科的な対応だけでなく、医師の受診が

必要となる可能性が高い要観察者として留意する必要があります。 

なお、近隣医療機関の復旧状況を適宜確認し、通院が可能な者については、極力歯科診療所

での診療に繋げるようにします。 

 

 

第８節 歯科保健活動 

１ 災害時における口腔ケアの必要性 

大規模災害の発生時には、多くの被災者が避難所などで集団生活を強いられるため、こうし

た状況に特有の歯科的な問題も起こります。 

災害による歯や口唇、口腔内粘膜（舌や頬粘膜等）への直接的な外傷はもちろんですが、避

難生活が長期化すると、偏った食生活やストレスなどが原因で、う蝕や歯周病、口内炎、智歯

周囲炎、口臭など、口腔内の問題が生じやすくなります。特にライフラインの断絶で飲料水が

不足している場合には、歯みがきやうがいなどの口腔清掃が疎かになりやすく、問題発生の一

順位 分類 識別色 傷病状態及び病態 具体的事例

第1順位
最優先治療群

（重症群）
赤色
（Ⅰ)

生命を救うため、ただちに処置を必要とす
るもの。窒息、多量の出血、ショックの危険
のあるもの

気道閉塞、呼吸困難、意識障害、多発外傷、ショック、
大量の外出血、血気胸、胸部開放創、腹腔内出血、腹
膜炎、広範囲熱傷、気道熱傷、クラッシュシンドロー
ム、多発骨折、など

第2順位
待機的治療群
（中等症群）

黄色
(Ⅱ)

ア　多少治療の時間が遅れても、生命に
は危険がないもの
イ　基本的には、バイタルサインが安定し
ているもの

全身状態が比較的安定しているが、入院を要する以
下の傷病者：脊髄損傷、四肢長管骨骨折、脱臼、中等
度熱傷、など

第3順位
保留群

（軽症群）
緑色
（Ⅲ）

上記以外の軽易な傷病で、ほとんど専門
医の治療を必要としないものなど

外来処置が可能な以下の傷病者：四肢骨折、脱臼、
打撲、捻挫、擦過傷、小さな切創及び挫創、軽度熱
傷、過換気症候群、など

無呼吸群 気道を確保しても呼吸がないもの

死亡群
既に死亡しているもの、又は明らかに即死
状態であり、心肺蘇生を施しても蘇生の可
能性のないもの

第4順位
黒色
（O）

圧迫、窒息、高度脳損傷、高位頚髄損傷、心大血管損
傷、心臓破裂等により心肺停止状態の傷病者
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因になります。 

また、要配慮者の場合、口腔内を清潔に保たないと、誤嚥性肺炎などの呼吸器感染症が増加

することが考えられ、誤嚥性肺炎は、死につながるおそれもあります。そのため、口腔ケアを

通じた肺炎予防を行うことも大切です。 

【大規模災害発生時における口腔ケア活動の意義と実際（厚生労働科学研究費補助金「大規

模災害時における歯科保健医療の健康危機管理体制の構築に関する研究」）より抜粋、改変】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 歯科が関係する災害関係疾病は、「誤嚥性肺炎」が第１に挙げられ、東日本大震災から 1 週間

後の 3 月 18 日に厚生労働省から出された「被災地での健康を守るために」においても、「歯・口・入

れ歯の清掃がおろそかになることにより、とくに高齢者においては、誤嚥性肺炎などの呼吸器感染症を

引き起こしやすくなる」との注意喚起が行われた。 

○ 阪神・淡路大震災における災害関連死の 24％弱を占めた肺炎の多くは「誤嚥性肺炎」と推察さ

れている。 

○ 東日本大震災においても、2011 年 3 月末時点での震災関連死が疑われる 138 人のうち、43

人（31.2％）が呼吸器疾患で亡くなられている。2012 年 3 月末の集計では、災害関連死は

1,632 人に及び、その 89.5％が 66 歳以上の高齢者であり、岩手県 179 人の死因は「肺炎」が

約 26％、「老衰」が約 14％と発表されている。 

○ これらの「避けられた死」を避けるために、避難所や在宅、そして仮設住宅などにおいて、被災者に対

する保健医療支援活動が積極的に行われている。 

 

 【 「大災害における歯科支援活動の目的と意義」中久木康一（東京医科歯科大学大学院医歯

学総合研究科顎顔面外科学分野助教）（災害時の歯科保健医療対策－連携と標準化に向けて

－）より引用、一部改変】 

災害関連疾病「誤嚥性肺炎」 
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２ 口腔ケアのための巡回活動 

口腔ケアについては、歯科医師の指示の下、歯科衛生士の巡回等により歯科保健指導などの

対応を行います。活動の際、保健師や避難所運営スタッフと適宜情報を共有し、特に要配慮者

を中心に取り組みます。 

巡回等で口腔ケアを実施するためには、歯科保健医療に関するニーズを的確に把握するだけ

でなく、日ごろから被災地の事情に精通し、区市町村や歯科医師会等と緊密に連携できる者が

活動全体を統括することが重要になります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

（1） コーディネーターの設置 

    地区歯科医師会の災害対策本部内などに、地域の保健事情に精通し、区市町村や地区医師

会、歯科医師会等と緊密に連携をとれる者をコーディネーター役として設置することにより、限られた

資源の中で、効率的な巡回口腔ケアを実施することができます。 

（2） 巡回場所の選定 

    巡回口腔ケアを実施する際、巡回場所の選定が重要となります。コーディネーター役が区市町村

災害対策本部に集約される避難所情報を元に、区市町村災害医療コーディネーターと連携し、巡

回する避難所等を選定します。 

    選定に当たっては、「避難所の利用者数」、「年齢構成」、「歯ブラシなどの支援物資の充足状

況」、「水をはじめとするライフラインの復旧状況」、「歯科医療需要」などの情報をもとに、巡回場所

の優先順位を決定します。さらに複数の避難所を巡回する場合は、交通アクセスなど考慮して効率

よく巡回できるように、道路の復旧状況や地理的な要素も加味することが重要となります。また、巡

回時間なども考慮することが必要です。 

（3） 巡回口腔ケア班の編成 

    巡回口腔ケアを効率的に実施するためには、巡回口腔ケア班を編成するなどの対策をとることも必

要となります。 

    班の編成は、歯科医師１～2 名に歯科衛生士２～4 名の編成を想定し、避難所の数、移動の

所要時間等を考慮し、班数、活動内容を決定します。 

（4） 地域の地理等に精通した者の協力 

    被災地の地理に精通した者をドライバーとして確保し、またその者が活動の調整を行う体制が取れ

ると、活動がスムーズに進みます。地元のボランティアを道案内として活用した事例もあります。 

（5） 平常時のリスク把握 

    平常時から、区市町村等と連携し、施設や地域に、誤嚥性肺炎等を起こしやすい状態の方々が

どこにどのくらいいるのかといった観点からリスクを把握して準備しておくことも大切です。 

 

【「歯科保健支援・口腔ケア提供体制の実際」田中彰（日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科

学講座教授）（災害時の歯科保健医療対策 ─連携と標準化に向けて─）より引用、改変】 

巡回等による歯科保健指導の準備１ 
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３ 口腔ケアのための巡回活動に必要な書類 

口腔ケアや巡回活動を実施するに当たっては、地区歯科医療救護班や都歯科医療救護班をは

じめ、様々な支援者が関わることから、平時から活動に必要な書類等を準備しておくことによ

り、円滑な救護活動を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 簡易的なマニュアル 

    区市町村や地区歯科医師会等で、口腔ケアや歯科保健指導内容に関する簡易的なマニュアルを準備

しておくと、活動を円滑に行うことができます。 

マニュアルには、口腔ケアの手順のほか、被災者への声かけや拒否した場合の対応、幼児・学童への対応

などを記載し、平時より準備し、簡便かつ水が不足する状態での口腔ケアを想定した内容を盛り込んでおき

ます。 

（2） 口腔ケア啓発チラシ・パンフレット 

    被災高齢者や幼児・学童の口腔衛生と災害関連疾病に関する内容の啓発チラシ・パンフレットを用意

し、啓発指導に利用します。ゴミの処理が困難な被災地では、あえてチラシを配布せず、説明用パンフレット

を作成し、説明後持ち帰ることも必要な配慮となります。 

（3） アセスメント票 

    簡単な個別の口腔アセスメント票を準備し、福祉避難所の利用者や、介護保険施設などを巡回する際

に利用します。継続して巡回する必要があるため、対象者個々の問題点が把握可能で、個別化した口腔

ケアが提供できるほか、経過観察のポイントが抽出できるようなアセスメント票を用意し、巡回者が異なる場

合でも対応が可能な体制を作ります。 

（4） 活動記録用紙 

    巡回場所別の口腔ケアを行った人数、性別、年齢、ケア内容などを記録し、１日の支援活動終了後に

まとめて報告し、区市町村等はニーズの把握や次の口腔ケア活動の計画を立てます。その際には、被災者

の個人情報に十分に配慮する必要があります。 

 

【「歯科保健支援・口腔ケア提供体制の実際」田中彰（日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座

教授）（災害時の歯科保健医療対策 ─連携と標準化に向けて─）より引用、一部改変】 

巡回等による歯科保健指導の準備２ 
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４ 口腔ケアのための歯科保健指導の実際 

（１）歯ブラシ、歯間ブラシによる清掃指導 

口腔清掃が不十分だと、歯周病や口内炎などの発症や症状の悪化が懸念されます。少量の

水でのうがいや、歯みがきなどの指導を行います。 

（２）児童に対する食事指導 

支援物質には、菓子パンやお菓子なども多いため、間食指導・歯みがき指導により食生活

の平常化を目指します。 

（３）高齢者に対する入れ歯の洗浄、補水指導 

高齢者の避難所生活では、入れ歯の清掃不足、水分補給の不足による体力低下などで、呼

吸器疾患など様々な疾患にかかりやすくなるため、予防のための指導を行います。 

（４）集団に対する啓発活動 

個別の指導とともに、掲示物やパンフレットなどを通じて、被災者の方々が適切な生活習

慣を取り戻せるよう、サポートを行います。 

 

【大規模災害発生時における口腔ケア活動の意義と実際（厚生労働科学研究費補助金「大規

模災害時における歯科保健医療の健康危機管理体制の構築に関する研究」）より抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（1） 高齢者への口腔ケア 

     被災高齢者は口腔ケアに消極的な場合があります。避難所はプライバシーのない空間であり、人

前で口を開け、義歯を外すことに抵抗がある被災者は少なくありません。口腔ケアの必要性を話しな

がら、徐々に打ち解けてもらうようにし、被災体験などを長時間語る被災者も多いですが、傾聴し、共

感を示すことが心のケアにもつながるので、十分に心がけて活動することが大切です。口腔ケアや義歯

清掃を強制するのではなく、啓発用チラシやパンフレットを用いて、口腔ケアの重要性を説明し、歯ブ

ラシを手渡すなどといった活動を行います。 

（2） 幼児・学童への巡回口腔ケア 

    被災幼児・学童の口腔環境は、避難生活による歯みがき回数の減少や食生活の乱れなどにより、

う蝕、歯肉炎罹患率が増悪することが考えられます。避難所では、食料として緊急的に菓子パンが配

布されることが多く、その後、菓子類、イオン飲料など、口腔内の状況によっては様々なう蝕罹患リスク

を増加させる飲食物が数多く配給されます。避難所では、多くの被災幼児・学童がこれらの支援物資

を随時、食べていることがあるため、食生活支援を含めた口腔ケア、口腔保健指導を行います。 

    口腔ケアに際しては、保護者がいる場合には口腔ケアの重要性を説明して、保護者の同意を得て

行い、嫌がる場合には強制せずに歯ブラシを渡すなどの対応をします。 

    活動時には、可能な限り、間食やイオン飲料、ジュース等の摂取状況を把握してケアや保健指導の

参考とします。口腔ケア前に、避難所の飲食物支援物資の供給状況について確認することも重要で

す。 

また、年齢に適した幼児・学童用歯ブラシを手渡して、歯みがき指導を行うことも大切です。 

 

【「歯科保健支援・口腔ケア提供体制の実際」田中彰（日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学

講座教授）（災害時の歯科保健医療対策 ─連携と標準化に向けて─）より引用、一部改変】 

具体的な対応方法 
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○ 災害発生時に歯科として取り組むべきこととして「歯科医療・法医学・歯科保健」等が挙げられます

が、歯科衛生士はやはり「歯科保健」の分野での活動が期待されています。災害時の口腔ケアは直

接命に係わる大きな問題です。 

 

○ 実際に東日本大震災においても、発生約 1 カ月後から避難所などへ巡回し誤嚥性肺炎などの災

害関連疾病の予防や口腔機能維持向上のための口腔衛生指導が不可欠であり、歯科保健医療

支援活動として多くの歯科衛生士が歯科医師とチームを組み被災地に関わりました。 

 

○ 口腔ケアを行うことが被災者の生命を守る重要なケアとなることは、過去の災害検証からも明確で

あり、今や「災害時肺炎である誤嚥性肺炎予防の口腔ケア」ということも広く知れ渡ってきています。 

 

○ しかし、いざ災害に直面し歯をみがくこと以前に、満足な食事や水も得ることが難しい状況下になる

と、災害がもたらした被害の影響や不安感から、自分自身の健康を気遣うことなどに意識や行動が伴

わなくなることもあります。 

 

○ そういったときにこそ、口腔ケアの大切さを発信していかなければならないと考えます。そしてこのことは

被災者のみならず、医師・看護師・保健師など歯科専門職以外の医療職にも広く周知する必要が

あると考えます。 

 

○ 平常時から、災害時の口腔ケアの必要性を伝え、自分自身の備えとして自分が必要な口腔ケア用

品を防災グッズに入れておく等、都民の皆様に発信していくことも歯科衛生士の大きな役割であり、責

務であると考えます。 

 

○ 歯科衛生士会は、日本歯科衛生士会「災害支援活動歯科衛生士実践マニュアル」を提示し、大

規模災害発生時にいち早く活動する歯科衛生士の登録を行っております。「歯科衛生士と災害」との

認識はまだ日が浅く、全ての歯科衛生士が熟知しているわけではありません。「災害」といっても災害の

種類や規模、発生地域等によっても関わり方が大きく異なります。歯科衛生士一人ひとりが「災害」を

理解し、その時に自分には何ができるのだろうということを考えていく力をつけることも大切だと考えてい

ます。 

【公益社団法人東京都歯科衛生士会】 

歯科衛生士の役割～災害時における歯科衛生士による口腔ケア 
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第９節 平常時における災害時歯科保健医療体制の構築 

１ 平常時における災害時歯科保健医療体制構築の必要性 

災害時にできるだけ迅速に保健医療活動を実施するため、区市町村の総合防災計画や東京都

医療救護活動ガイドラインなどでは、これまでの災害時の経験や対応等を基に、災害時の体制

について記載していますが、実際に災害が発生した際には、想定していない事態が必ず発生し

ます。想定していない事態に対応するには、平常時から災害時の体制について、準備を行って

おくことが重要になります。 

国は、令和 5 年 10 月 5 日付通知「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」において、大規

模災害時の歯科口腔保健に関する事項として、地方公共団体は、大規模災害時に必要な歯科保

健サービスを提供できる体制構築に平常時から努める必要があり、災害時に対応できる歯科専

門職や災害発生時の歯科保健活動ニーズを把握する人材の育成や関係団体との連携に努めるほ

か、大規模災害時の歯科口腔保健等に関する活動の指針等を策定することが望ましいとしてい

ます。 

また、令和 6 年 3 月 28 日付通知「地方公共団体における歯科保健医療業務指針」では、災害

時歯科保健医療体制の確保として、都道府県は、大規模災害時における歯科医療の確保、避難

所等における口腔衛生管理の対応等を迅速に行うため、歯科医師会、歯科衛生士会、歯科技工

士会、大学歯学部等と連携し、災害時対応の共有や人材育成等の体制整備のほか、災害時対応

マニュアルの作成に努めることとしています。 

 

２ 関係団体との情報通信手段の確認 

災害時は、電話回線に規制がかかるため、電話がつながらない可能性があります。地区歯科

医師会などの関係団体と、電話以外の複数の情報通信手段について、事前に確認しておくこと

が必要です。過去の災害では、電話以外の情報通信手段として、メールや SNS を活用した事例

があります。 

また、夜間や休日に発災した場合、歯科診療所には誰もいないため、歯科診療所の電話番号

やメールアドレスの把握だけでは十分とは言えません。地区歯科医師会の中での連絡体制や、

会長や副会長、災害担当理事などの個別の連絡先等について、事前に確認しておく必要があり

ます。 

 

３ マニュアル・アクションカードの作成 

災害が発生した時間帯や状況によっては、歯科保健担当者が保健所や保健センターに集合で

きない事態が発生します。誰が歯科保健を担当することになっても、災害時の歯科保健医療活

動に必要な対応を行うためには、事前に災害発生時に行うことを記載したマニュアルやアクシ

ョンカードを作成しておくことが有効になります。 

作成したマニュアルやアクションカードは、地区歯科医師会の緊急連絡先や情報通信手段な

どを記載した書類、避難所掲示用の口腔ケア啓発ポスター等と一緒にクリアケースなどに入れ、

歯科健診室に保管しておき、災害発生時にすぐに取り出して使えるようにしておきます。 

 

４ 口腔衛生用品の備蓄 

災害発生初期において、避難所などでは、歯ブラシやデンタルフロスなど、口腔衛生用品が
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不足します。JDAT などの支援チームを通じて、口腔衛生用品の配布が行われますが、需要と

供給がマッチするには時間がかかります。口腔衛生用品の不足は、避難住民の口腔衛生状態の

悪化につながることから、出来るだけ備蓄しておくことが重要です。 

また、防災倉庫などに口腔衛生用品を備蓄する際には、段ボールの中に、何がどれだけ入っ

ているのかが分かるようにしておくことも大切です。 

 

５ 関係団体との協議 

情報通信手段の確認やアクションカードの作成、口腔衛生用品の備蓄等を行うためには、区

市町村の歯科保健担当部署と地区歯科医師会など関係団体との間で、災害時に歯科保健医療活

動を行うための体制整備について、定期的に協議する場を設定することが重要です。 

事前に必要な対策を協議しておくことで災害発生時に迅速に対応することが可能になります。 

 

６ 訓練・研修の実施 

区市町村の歯科保健担当者の異動や、地区歯科医師会の担当役員の交代があった場合でも、

災害時に迅速に対応できるようにするためには、定期的に訓練や研修を実施し、人材の育成を

図ることが必要になります。また、関係団体等との情報通信訓練や、避難所の情報収集を行う

グループワーク、災害食の調理実習などの研修を通じて、災害時に対応可能な人材の育成を図

るだけでなく、マニュアルやアクションカードの改善にもつなげていきます。 

 

７ 地域住民への普及啓発 

区市町村や地区歯科医師会が備蓄しておける口腔衛生用品の数や種類には限りがあります。

このため、地域住民に対して、水や食料、携帯ラジオ等の防災用品の中に、口腔衛生用品も一

緒に入れておくことを啓発する必要があります。日ごろから広報やホームページ、歯科健診、

健康教室、イベント等を通じて、災害時に口腔衛生を維持する重要性を普及啓発しましょう。 

 

 

第 10 節 身元確認作業 

１ 身元確認作業の流れ 

（１）身元確認作業における歯科医師の位置付け等 

身元確認作業に係わる歯科医師の業務は、警視庁からの協力要請に基づく、身元が不明と

される遺体の身元確認作業（個人識別）が主となります。 

なお、検視とは、刑事訴訟法等に基づき医師の立会いの下に警察官が実施する行為であり、

歯科医師は行うことができない点に留意する必要があります。 

身元確認作業は、警視庁からの協力要請に基づき、歯科医師 2 名以上をもって構成する身

元確認班（歯科医師班）が、歯科医師以外の身元確認班と協力して行います。 
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〔図 21：遺体検視・検案活動等の発令、要請、情報連絡系統図（各防災機関）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「災害時における遺体の取扱いに関する共通指針（検視・検案等活動マニュアル）（平成 29 年

８月）」（東京都） 

 

「検視」とは、検察官又は警察官等が、犯罪性の有無を明らかにするため遺体等を調査することを

いう。また、警察官が、死因及び身元を明らかにするため、遺体の外表について観察・記録等するこ

とを含むものとする。 

「検案」とは、監察医（医師）が死亡原因を調べることをいう。 

（東京都地域防災計画 震災編（令和５年修正）より） 

検視・検案活動 

※災害時における検案医の派遣要請方法については、状況により、検案班の編成実務を担当する観察医務院から、直接要請する
場合もある。その場合、監察医務院長は、都福祉保健局長に対してその旨を報告する。
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（ 派 遣 命 令 等 ）

※災害時における検案医の派遣要請方法については、状況により、検案班の編成実務を担当する観察医務院から、直接要請する
場合もある。その場合、監察医務院長は、都福祉保健局長に対してその旨を報告する。
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（２）身元確認作業の流れ 

身元確認作業の流れは図の通りです。 

〔図 22：身元確認作業の流れ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 身元確認作業の実務 

（１）身元確認班（歯科医師班）の編成、派遣等 

東京都歯科医師会は、警視庁から身元確認作業の協力要請があった場合は、速やかに 1 班

につき歯科医師 2 名以上で構成する身元確認班（歯科医師班）を編成し、派遣します。また、

あらかじめ身元確認作業の経験等を有する歯科医師名簿を作成するなど、速やかに派遣でき

る体制を整備しておきます。 

（２）身元確認作業の指揮、最終確認等 

身元確認班（歯科医師班）は、警視庁の検視責任者の指示に基づき、必要な身元確認作業

に従事します。 

身元確認作業は、「生前の記録」と「死後の記録」とを経時的変化等を考慮して比較対照す

ることにより、判定することとします。 

身元確認作業の最終判定は、警視庁から委嘱を受けた専門機関（大学法歯学教室等）の所

見を踏まえ、警視庁の検視責任者が行います。 

（３）身元確認作業に当たっての留意事項 

大規模災害が発生した場合の身元確認作業は、平常時とは異なる点に留意する必要があり

ます。 

・遺体数が多いこと 

・損傷の著しい遺体が多いこと 

・多くの関係者が同じ場所で同時作業を行うこと 

・遺族及び報道機関等への対応が要求されること 

 

また、身元確認作業内容について留意すべき点は以下のとおりです。 

・生前と死後との記録比較に当たっては、チャートはチャート同士、X 線写真は X 線写

真同士のように、実際の同種の記録に置きかえて比較する。 

警視庁（遺体取扱対策本部）（刑事部）

東京都歯科医師会【身元確認班（歯科医師班）の編成】

身元確認作業の要請

① 身元確認に要する器具の準備

② 歯科医療救護班（身元確認班）の編成、派遣

③ 身元確認手順の指示

④ 生前資料の収集・整理

⑤ 身元確認（死後記録の作成）

身元確認作業

⑥ 比較及び結果の整理

⑦ 身元確認の報告
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・生体の口腔内診査と異なり、口が開かないことが多いため開口器等の準備が必要です。

また、切開は行わないようにします。 

・口腔内が汚れているケースが多いことから、歯ブラシ等により汚れを落としたうえで、

必要な診査等を行います。 

・検査する人と記録する人が必ず 1 組となって行動し、誤記録と感染を防止します。 

・遺族への対応は、遺族の心情に十分配慮することとあわせ、原則として、歯科医師に

よる個別対応は行わないようにします。 

・報道機関等への対応は、警視庁（現地対策本部等）が行うことから、歯科医師による

個別対応は行わないようにします。 

（４）身元確認作業に必要な資器材 

身元確認作業に必要な資器材は、以下のとおりです。なお、身元確認班（歯科医師班）は、

できるだけ使い慣れた診査器具（デンタルミラー、ピンセット、探針、メス、綿球、ガーゼ、

開口器、歯ブラシなど）及び記録用紙や筆記具等を持参するようにします。 

〔表 28：身元確認に必要な資器材等〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）生前記録の収集への協力 

東京都歯科医師会は、警視庁から身元確認に係わる個人識別に関する生前記録の収集への

協力要請があった場合は、地区歯科医師会及び会員等へ周知するなど、積極的に協力するこ

ととします。 

 

なお、身元確認作業に際しての法歯学上の協力については、「災害時の歯科医療救護活動におけ

る身元確認班（歯科医師班）研修テキスト」によります。 

 

1 診療器具
デンタルミラー、ピンセット、探針、メス、綿球、ガーゼ、開口器、
歯ブラシなど

2 記録用紙 デンタルチャート

3 筆記用具等 筆記具、白衣、布手袋、ゴム手袋

4 印象採得用器材
トレー、ラバーボール、スパチュラ、印象材、バイトチェック、硬石膏、
バイブレーターなど

5 口腔内の撮影用機材 カメラ一式、口角鈎、口腔内撮影用ミラー、フィルム、スケールなど

6

7 その他 ティッシュペーパー、タオル、ペンライト、洗浄液など

エックス線撮影及び現像装置一式


